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第１　はじめに 2

　これまで、判例制度、民事判例と見てきたが、今回は、刑事判例を見ていくことにした
い。刑事判例については、前々号（８８号）のＩＣＤ ＮＥＷＳ 3 で紹介したとおり、判例
勉強会において、３件の刑事判例（判例１８：殺人、判例２８：殺人、判例１９：横領）
を取り扱った。
　これらの事案の概要を簡単に紹介するとともに、所感を述べることにする。

第２　ベトナムの刑事判決の構成について 4 5

　まず、刑事判例を見る前に、その元となることが想定される刑事判決（下級審も含む）
がどういうものかについて概観する。
　１　刑事判決の形式面

　ベトナムでは、裁判所は「ベトナム社会主義共和国の名において」判決を言い渡す

1　枝川は、２０１８年４月から２０２２年３月までベトナム長期派遣専門家（弁護士）、黒木は、２０２０年４
月から２０２２年３月まで国際協力部教官（裁判官出身）。

2　本稿のうち意見にわたる部分は筆者らの私見であり、筆者らの所属する団体や組織の見解でないことを申し添
える。

3　拙稿「ベトナムの判例についての覚書（１）―判例制度の現状と今後の課題」（ＩＣＤ ＮＥＷＳ　第８８号
（２０２１．９）９頁以下参照。

上記拙稿には記載していなかったが、判例勉強会においては、ルー・ティエン・ズン弁護士（Lưu Tiến 
Dũng、ベトナム弁護士連合会副会長、ＹＫＶＮ法律事務所パートナー弁護士）による「Án lệ Việt Nam - Phân 
tích và luận giải Tập 1」（ベトナム判例―分析と解説 第１巻）を参考にした。現時点までに選定された４３判例の
分析等が掲載されている。

また、判例勉強会では参考にしなかったが、トゥオン・ズイ・ルオン（Tưởng Duy Lượng）元最高人民裁判所
副長官による「Bình luận khoa học bản án và án lệ - Tập 1」（判決書と判例に関する科学的評論　第１巻）が出版さ
れており、選定判例Ｎｏ．１から１８の評論が掲載されている。

4　本稿作成にあたって、ベトナム「２０２０年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト」で実施した最高人
民裁判所との協力活動「判決書作成技能セミナー」（２０１９年１２月１９日）の際の、Pham Minh Tuyen（ファ
ン・ミン・トゥエン）バクニン省人民裁判所長官（当時、現在裁判所学院院長）によるプレゼン資料「刑事判決作成
スキル ‐ 裁判官の実態と諸提案」を適宜参照した。引用する場合には「トゥエン長官によれば」といった形で引用
する。

5　ＪＩＣＡプロジェクトでは、対最高人民裁判所（ＳＰＣ）協力の中でこれまでに「判決書マニュアル」（Sổ 
Tay Viết Bản Án）の作成に協力している（２００９年）。同マニュアルの翻訳は、https://www.jica.go.jp/activities/
issues/governance/portal/vietnam/index.html に掲載されている。
　同マニュアルは「第１部　概要」「第２部　民事判決書の記載」「第３部　刑事判決書の記載」「第４部　参考
の判決書」「第５部　判決書フォーム」で構成されている。２００９年以降の訴訟法の改正、判例制度の導入に
より、本マニュアル改訂の必要性が指摘されている。なお、前掲注４のセミナーで実施したアンケートによれ
ば、７割強の参加者が、頻度は異にするものの、同マニュアルを活用していると回答している。
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（２０１５年刑訴法 6 ２６０条１項）。民訴法（民事判決）と異なり、刑訴法において
は、判決の構成については明記されておらず、判決に記載すべき事項が書かれている

（同２項、３項参照）。判決に記載すべき事項は、全体としてみると、民訴法（民事判
決）と共通するところも多いが、民訴法と異なり、判決の構成ごとに対応するもので
はない。具体的には、刑訴法２６０条２項により第１審判決につき、同３項により控
訴審判決につき、それぞれ次のとおりである。

刑訴法２６０ 条 判決
２．第一審判決には、下記に掲げる事項を明記しなければならない。

a）　第一審裁判所の名称。事件の受理番号及び日時。判決番号及び宣告日。裁
判合議体 7 の各構成員、裁判所書記官、検察官の氏名。被告人の氏名、生年
月日、出生地、居住地、経歴、学歴、民族、前科・前歴。被告人の被暫定留
置日又は勾留日。被告人の代理人の氏名、年齢、経歴、出生地、住所。弁護
人、証人、鑑定人、財産価値鑑定人、通訳人、翻訳人及び裁判所に召喚され
て公判に参加したその他の人物の氏名。被害者及び訴訟当事者、及びその代
理人の氏名、年齢、経歴、住所。事件を公判に付した決定の番号、年月日。
公開裁判又は非公開裁判の種別。公判期間及び場所。

b）　起訴状又は起訴決定書の番号、及び作成年月日。起訴した検察院の名称。
起訴した検察院の管理下にあったときの被告人の振る舞い。刑法の罪名及び
該当する条・項・号。検察院が被告人に適用した処罰、罰条の追加、司法措
置、損害賠償責任の構成。証拠物の取り扱い。

c）　弁護人、被害者、訴訟当事者、裁判所に召喚されて公判に参加したその他
の人物の意見。

d）　裁判合議体の判決は、有罪・無罪を確定する証拠を分析し、被告が有罪
か無罪かを確定し、有罪である場合は、適用する刑法の条項又は他の法規規
範文書に定めるどの犯罪なのか、又は刑事責任を加重減軽する情状、及びど
のような処分をするかについて明記すること。被告人が無罪である場合は、
判決文には、被告人を無罪と確定した根拠、及び、法律に基づいて被告人の
名誉、諸権利、及び法的利益の回復の処理について明記すること。

dd）　告発の証拠、免罪の証拠、及び、検察官、被告人、弁護人、被害者、訴
訟当事者、彼らの代理人、彼らの法的諸権利と利益の保護人の要請・提案
を、裁判合議体が受け入れなかった理由を分析すること。

e）　捜査、起訴、公判の各過程における捜査官、検察官、及び弁護人の行動の
適法性、及び訴訟手続き上の決定を分析すること。

6　２０１５年刑事訴訟法（１０１／２０１５／ＱＨ１３）の訳は、ＪＩＣＡベトナム六法（https://www.jica.go.jp/
project/vietnam/021/legal/index.html）、又は法務省法務総合研究所国際協力部のウェブサイト（https://www.moj.
go.jp/housouken/houso_houkoku_vietnam.html）をそれぞれ参照されたい。特に断りがない限り、引用する刑訴法
は同法を指す。その他引用法令は、上記サイトを適宜参照している。一部、他法との訳語の整合性の観点から
原文を確認した上で修正していることがある。

7　元となるベトナム語は「Hội đồng xét xử」であり、「審理合議体」と訳す場合がある。

21ICD NEWS 　第91号（2022.6）



g）　裁判合議体の決定は、事件の訴訟費用及び控訴権の各問題を処理するこ
と。決定が直ちに執行される場合は、その旨決定書に明記しなければならな
い。

３．控訴審の判決文には、下記に掲げる事項を明記しなければならない。
a）　控訴審裁判所の名称、事件の受理番号及び日時、判決番号及び宣告日、裁

判合議体の各構成員、裁判所書記官、検察官の氏名。控訴する被告人、被控
訴人、被異議申立て人、及び控訴しない被告人、控訴されていない被告人、
及び異議を申し立てられていない被告人であって控訴審級裁判所が検討する
ことのできる者の被暫定留置日又は勾留日。被告人の代理人の氏名、年齢、
経歴、出生地、住所。弁護人、証人、鑑定人、財産価値鑑定人、通訳人、翻
訳人及び裁判所に召喚されて公判に参加したその他の人物の氏名。被害者及
び訴訟当事者、及びその代理人の氏名、年齢、経歴、住所。異議申立てをし
た検察院の名称。公開裁判又は非公開裁判の種別。公判期間及び場所。

b）　第一審事件の内容、及び判決による決定の概要。控訴又は異議申立ての
内容。控訴審合議体の判決、控訴又は異議申立ての受理・不受理の根拠。控
訴審合議体が事件処理のための根拠とした適用刑法又は他の法規規範文書の
条項。

c）　控訴審合議体の決定は、控訴又は異議申立てによる事件の、第一審及び控
訴審の訴訟費用等の各問題の処理。

　上記のとおり、記載すべき事項が挙げられているが、条文自体には、どこの部分に
記載すべきかまでは書かれていない。なお、被告人の前科・前歴が記載事項とされて
いる点が、日本とは異なり、興味深い。
　ところで、刑事判決を含む刑事訴訟における各種書式は、２０１７年９月１９日付
最高人民裁判所裁判官評議会議決第０５/ ２０１７/ ＮＱ－ＨＤＴＰ号（以下「本件
議決」という。）で定められている 8。本件議決によれば、同議決に添付されている第
一審判決の書式（以下「本件書式」という。別添１（ただし仮訳）参照。）は、刑訴
法２５４条、２６０条及び４２３条の趣旨 9 に基づき作成されたとされ、また全ての
裁判所の刑事事件の第一審判決に適用されるとされている。
　本件書式によると、結局、判決の構成としては、民事判決と同様に、①導入部、②
事件の内容、③裁判所の認定、④決定（判決主文）からなる。
　以下では、上記①から④までについてその概要を見ていきたい。適宜、別添１の本
件書式を参照していただきたい。

　

8　本件議決には６０件の書式として、勾留決定、判決、各審級の刑事訴訟関連手続に関する書式が定められてい
る。

9　原文となるベトナム語は「tinh thần」であり、「詳解ベトナム語辞典」（川本邦衛、（株）大修館書店、２０１５
年１１月１日）によれば、「精神」「観念」と訳されるが、本件の文脈から本文のとおり訳出した。
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　２　刑事判決の目的、意義
　バクニン省人民裁判所のトゥエン長官（当時）10 によれば、「刑事判決は、刑事訴訟
文書の一つであり、公布され法的効力を有すると、その判決上の決定は重大かつ非常
に重要な憲法上の結果につながる。具体的には、２０１３年憲法第３１条「罪に問わ
れている者は、法律の定める手順に基づいて証明され、裁判所の有罪判決が法的効力
を有するときまで、無罪と推定される」及び２０１５年刑事訴訟法の第１３条（無罪
推定の原則）「罪に問われている者は、本法律の定める手順と手続に基づいて有罪と
証明され、裁判所の判決が法的効力を有するまで、無罪と推定される。」と規定され
た。２０１５年憲法第１０６条は『法的効力を有する人民裁判所の判決、決定は、機
関、組織、個人により尊重されなければならない。関連する機関、組織、個人は、厳
正に執行しなければならない』と規定した。」とされ、そのため、「既に法的効力を有
している刑事判決は、犯罪の予防・防止における国家の権力を表明するものである。
裁判合議体が有罪か無罪か、刑罰の対象となるか否かを判断する判決を下す審理活動
は、政治的かつ社会的な価値を有し、裁判に付される人に直接影響を与える。正しい
人物、正しい犯罪、正しい法律を宣告する刑事判決は、社会主義の法制が厳格に実施
されることを保障するという点で意味があるだけでなく、社会における教育、犯罪の
抑止・予防、同時に、正義に対する国民の信頼を生み出す。上記の法的意味におい
て、刑事判決は、刑事訴訟法の規定に基づき、科学的法理の内容、正確かつ整合な文
体を備えている必要がある。」とされる。

　３　刑事判決における「①導入部」（別添１参照）
⑴　前記で引用した刑訴法２６０条２項ａ号によれば、第一審判決に記載すべき事項

として、「第一審裁判所の名称。事件の受理番号及び日時。判決番号及び宣告日。
裁判合議体の各構成員、裁判所書記官、検察官の氏名。被告人の氏名、生年月日、
出生地、居住地、経歴、学歴、民族、前科・前歴。被告人の被暫定留置日又は勾留
日。被告人の代理人の氏名、年齢、経歴、出生地、住所。弁護人、証人、鑑定人、
財産価値鑑定人、通訳人、翻訳人及び裁判所に召喚されて公判に参加したその他の
人物の氏名。被害者及び訴訟当事者、及びその代理人の氏名、年齢、経歴、住所。
事件を公判に付した決定の番号、年月日。公開裁判又は非公開裁判の種別。公判期
間及び場所。」が挙げられている。

　　刑訴法２６０条３項ａ号によれば、控訴審判決に記載すべき事項として、「控訴
審裁判所の名称、事件の受理番号及び日時、判決番号及び宣告日、裁判合議体の各
構成員、裁判所書記官、検察官の氏名。控訴する被告人、被控訴人、被異議申立て
人、及び控訴しない被告人、控訴されていない被告人、及び異議を申し立てられて
いない被告人であって控訴審級裁判所が検討することのできる者の被暫定留置日又
は勾留日。被告人の代理人の氏名、年齢、経歴、出生地、住所。弁護人、証人、鑑

10　前掲注３参照。
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定人、財産価値鑑定人、通訳人、翻訳人及び裁判所に召喚されて公判に参加したそ
の他の人物の氏名。被害者及び訴訟当事者、及びその代理人の氏名、年齢、経歴、
住所。異議申立てをした検察院の名称。公開裁判又は非公開裁判の種別。公判期間
及び場所。」が挙げられている。

　これらは、いずれも、導入部に記載される。
⑵　上記導入部についてトゥエン長官は、「被告人の経歴のところには、ほとんどの

判決において職業が最初に書かれ、次は学位であった。しかしその逆に書く判決も
あった。被告人の両親の氏名のところについて、各判決における記入の仕方も様々
であった。例として、『父親は…である』、『母親は…である』、『…の子である』又
は『父親 ...』、『母親…』という書き方が挙げられる。」として、「被告人の経歴のと
ころの書き方が依然として不統一であった。」という。

　　また、被告人の前科・前歴の記載について、本件書式では、「前科に対しては、
犯罪行為を行う日に前科が抹消してないことを確認できた後に記入する。前歴に対
しては、毎回の行政処分 11、懲戒処分が適用されたことについて具体的に記入し、
抹消されているか否かも明記する。」とされている。しかし、トゥエン長官によれ
ば、この点について、実務上は、このうち、抹消された前科・前歴を記入すべきか
どうかという問題について、異なる意見が多く存在しているとのことであり、本件
書式の案内を適用しない裁判官もいるとのことである。すなわち、「前歴 12 が、行
政上処理される期限が切れた場合、又は自動的に抹消された場合は、前歴と前科

（注：原文ママ）の部分には「なし」として記載されるとの見方がある。なぜなら
ば、刑法における前科の抹消制度の人道配慮という価値が失われるからである。別
の見方としては、行政処理の期限が切れたり、前科が抹消されたりしても、前歴や
前科としては記載されないが、判決には「身上」について、及び過去の行政処分又
は有罪判決ということを記載する必要がある。」とのことである。この抹消された
前科・前歴を記入すべきかどうかという問題については、今後の議論が待たれると
ころであるが、トゥエン長官は、「前科、適用された行政処分及び懲戒処分に対す
る前歴が抹消され、違反しなかったとみなされることを身上のところに列記する必
要はない。これに対しては、裁判官に裁判の認定で身上を判断させるべきである。」
という私見を述べている。

　４　刑事判決における「②事件の内容」（別添参照）
⑴　「事件の内容」部分について、本件書式によれば、刑訴法２６０条２項 b 号及び

同 c 号に規律される内容を記入することとされている。
⑵　トゥエン長官によれば、事件の内容について、「形式的な面では、判決の文章は

分かりやすくなり、正しい綴りとなっている。判決は、空間、時間、審理の場所、

11　「行政処分」と訳したベトナム語は「bị xử lý hành chính」である。「行政是正措置」と訳される場合がある。
12　「前歴」の発生根拠は管轄機関による行政違反の処分決定である。「前科」の発生根拠は裁判所の刑事判決で
ある。
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審理裁判諸所の名前、裁判合議体の構成、検察院、公判書記官及び訴訟参加者等の
その他の訴訟遂行者を示す。判決の各部分における分析、評価は一貫性があり、
矛盾はなく、緊密な構造が保障されている。」とした上で、多くの異なる書き方が
あったことにも言及されている。

　　すなわち、「一部の裁判官は起訴状の内容を要約し、一部の裁判官は依然として
起訴状の内容を「認定」にそのままに記載している。一部の裁判官は、被告人の供
述の要約及び公判での他の参加者の供述を要約した。しかし、一部の裁判官はそれ
を書き留めておらず、「今日の裁判で、被告人（各被告人）は、検察院の起訴状に
よって起訴されたとして犯罪を自白した」とだけ書いていた。一部の裁判官は公判
で検察官の意見を書き留めるが、一部の裁判官は検察官の意見を書き留めない…そ
れは、刑事判決の作成に関する書式第２７号の指示に従っていない。」として、本
件書式の内容に適合しないものが見られた旨を述べている。

　　そして、「ほとんどの判決は、裁判過程の進捗状況を完全に反映しているわけで
はないが、一般に、被害者がどのように証言したかに関係なく、被告人が裁判で告
白したことだけ、検察院が事件を処理することを提案したことだけを反映した。そ
のため、判決が宣告されたとき、首尾一貫した構造がなく、刑事判決の部分の間に
理屈がなく、「判断」と「事実認定」部分（phần xét thấy với phần nhận thấy）の間、
又は「判断」と「決定」部分（phần xét thấy với phần quyết định）の間に矛盾がある
ことがよくある。例えば、被告人の役割や被告人の犯罪行為の危険性を評価し、非
常に危険であると判断したが、執行猶予の判決を下し、又は役割の低い被告人が、
主たる役割の被告人よりも刑罰程度が重い場合がある。」とも述べている 13。

　　また、トゥエン長官は、「事件の内容」に記載すべき内容として、「この部分は
「事件の内容の要約」として書かれるべきであり、最初の部分は事件の内容の要約
を示し、どのレベルでの検察院の起訴状、どの犯罪が起訴されているか、法律の条
項を述べる必要があるだけである。公判での展開については、被告人及び公判での
他の訴訟参加者の供述、論告書の内容の要約、弁護士の見解、争訟の結果及び被告
人の最終陳述を明確にする必要がある。」との私見を述べている。

　５　刑事判決における「③裁判所の認定」（別添１参照）
⑴　「裁判所の認定」部分について、本件書式によれば、刑訴法２６０条２項 d 号、

同 đ 号（ｄｄ号）及び同 e 号に規律される内容を記入することとされている。
⑵　トゥエン長官は、裁判所の認定について、「判決の分析、証明及び結論は、公判

で審査された証拠に基づいて判断されなければならないという要請を遵守してい
13　このような判決の形式が統一されない問題の原因について、トゥエン長官は、２つの原因があるという。す
なわち、「第一に、責任は裁判を主宰する裁判官、つまり判決を書くことを割り当てられた裁判官にある。裁判
官は、指示に従わず、恣意的かつ即興的に習慣で判決を作成する。彼らは国家の名の下に判断を下すことの重
要性だけでなく、責任を十分に認識していない。二つ目の理由として、刑事判決の書き方に関する新たなガイ
ドラインが長らくなかったということがあげられる。１９８５年以前、最高人民裁判所は刑事判決の書き方及
び判決書式を発行した。しかし、２０年近くたった今でも、現在の状況に合う追加のガイドラインはない。さ
らに、旧法である１９９８年刑事訴訟法及び現行刑事訴訟法第２２４条（注：２６０条の誤記と思われる。）の
判決の内容に関する規定は、短く簡易すぎる。」という。
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る。裁判合議体は、審理で審査されていない、主観的な意見を押し付けたり、証拠
を使用することはなかった。判決における結論は事件の客観的事実関係に適合し
た。各判決は犯罪行為、犯人、犯罪の結果、刑事責任の加重事由、軽減事由を正し
く特定し、それに従って刑法の規定を適切に適用した。」とした上で、公判におけ
る被告人及び他の訴訟参加者の供述の内容等を記入するかどうかについて、異なる
書き方が見られたと指摘している。

　　すなわち、「一部の裁判官は、公判で被告人及び他の参加者の供述を要約し、そ
の後、犯罪を成立させる証拠、犯罪を免れさせる証拠を特定し、被告が犯罪を犯し
たかどうか、及びどのような犯罪を犯したかを評価した。刑法の条項に従い、犯罪
の深刻さを分析し、被告人（各被告人）個人の役割を評価し、損害の認定、証拠物
の取り扱いという、公判での争訟問題を分析及び評価した。一部の裁判官は、公判
での争訟問題の分析と評価、無罪と証明する証拠、犯罪を証明する証拠、被告人が
犯罪を犯したかどうか、及び刑法のどの条件の下でどの犯罪を犯したかを評価し、
犯罪行為の深刻さの分析、被告人（各被告人）個人の役割の評価、損害の認定、証
拠物の取り扱いを記載した。しかし、公判での被告人又は他の訴訟参加者の供述、
又は検察官の意見を記録しない場合もあった。」と述べる。

　６　刑事判決における「④決定」部分（別添１参照）
⑴　「決定」部分について、本件書式によれば、刑訴法２６０条 2 項 g 号に規律され

る内容を記入することとされている。
⑵　トゥエン長官は、決定部分について、「被告人が犯罪を犯したと結論づける際、

裁判合議体は罪に問われている根拠を引用し、その引用に基づいて相当する罰則を
伴う刑罰を被告人に科す。一方、被告人に無罪宣告がなされた場合、判決には検察
院の起訴を受け入れられない証拠及び根拠を提示する。」と述べた上で、罪名につ
いては異なる書き方が見られたことを指摘している。

　　すなわち、「判決の決定部分に、各被告人の刑罰程度と罪名を特定せずに刑罰を
執行する期間（thời gian）を記載した裁判官もおり、罪名について具体的に記載し
た裁判官もいる。複数の被告人がいる事件の場合、刑罰を記載するために、複数の
被告人に対して一つの条文を記載した裁判官がいる。そして、刑罰を記載するため
の被告人ごとに適用される条文を記載した裁判官もいる」と述べる。

　７　判例との関係
　以上のとおり、ベトナムの刑事判決も、民事判決と同様に、４つの構成要素からな
るものである。このように作成される刑事判決であるが、現状では必ずしもこうした
刑事判決がそのまま判例として選定されているわけではない。
　すなわち、ＩＣＤ ＮＥＷＳ８８号（２０２１年９月号）「ベトナムの判例について
の覚書（１）―判例制度の現状と今後の課題―」（以下「覚書（１）」という。）で記
載したとおり、ベトナムにおける判例は、改正判例手続議決に基づき判決・決定の中
から選定されるプロセスを辿る。
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　本稿作成時点までに５２件の判例が選定されているが、刑事判例はこのうち１０件
である 14。

第３　ベトナムの刑事判例の構成及び実際の刑事判例について
１　以下では、刑事判例の特徴を概観していきたい。そもそも、ベトナムにおける判例

について、改正判例手続議決 15 ７条２項によると、判例の公布の内容につき、①判例
の番号および名称、②判例となる内容を含む裁判所の判決・決定の番号及び名称、③
判例の法的事実、法的解決、④判例に関連する法令の規定、⑤判例の法的事実、法的
解決に関するキーワード 16、⑥判例に関連する事実関係及び裁判所の判断 17、⑦判例の
内容と定められている。

２　刑事判例の構成についても、上記の定めに従い、概ね、次のとおりとなっている。

判例第ＸＸ／２０ＸＸ／ＡＬ号 18

○○について
　２０ＸＸ年Ｘ月ＸＸ日に最高人民裁判所裁判官評議会により承認され、最高人民裁
判所の長官による２０ＸＸ年Ｘ月ＸＸ日付決定第ＸＸ／ＱĐ－ＣＡ号 19 に基づき公布
された。
判例源
　被告人であるＡ（ＸＸＸＸ年生まれ）に対する「○○（ｅｘ．・・・な殺人）」の事
件に関する○○裁判所の２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日付監督審決定第ＸＸ／２０ＸＸ／ＸＸＸ
－ＸＸ号
－被害者：ＸＸＸＸ年生まれのＶ）
判例内容の位置
　「裁判所の認定」という部分の第○段落、第○段落

14　ベトナムでは、事件の種類は、通常、民事、商事経営、労働、行政、刑事と分類されている。本稿で「刑事」
という場合、この分類に従っている。
　２０２１年１２月３１日付けで、ＳＰＣ長官決定５４号により、新たなに９つの判例がされ、本稿作成時点
までに計５２の判例が選定されたことになった。５２の内訳は、民事２７、刑事１０、行政３、経営商事１、
婚姻家族１、労働１となっている。

15　２０１９年６月１８日付議決０４/ ２０１９/ ＮＱ－Ｈ Đ ＴＰ「判例の選定、公布及び適用手続に関する最高
人民裁判所裁判官評議会議決」。仮訳については、本議決の仮訳については、ＪＩＣＡベトナム六法又は法務省
法務総合研究所国際協力部のウェブサイトをそれぞれ参照されたい。 

16　「判例の法的事実、法的解決」と訳したベトナム語は「Tình huống pháp lý、 giải pháp pháp lý của án lệ」である。
前者については「法的状況」と訳すことも可能である。

17　「判例に関連する事実関係及び裁判所の判断」と訳したベトナム語は「Các tình tiết trong vụ án và phán quyết của 
Tòa án có liên quan đến án lệ」である。

18　最高人民裁判所によって選定された判例は、選定順に番号が付されている。たとえば２０番の判例であれば
「Án lệ số20/2018/AL」と表記される。具体的には「Án lệ（＝判例）số（＝Ｎｏ．）２０（→選定順の番号）／
２０１８（→選定年）／ＡＬ（→ベトナム語の「Án Lệ」の頭文字）」となる。判決において判例を引用する場
合、この番号が記載されている。

19　判決・決定は「ベトナム社会主義共和国」名義でなされるが、判例は最高裁長官による決定に基づく。「QĐ-
CA」は「QĐ（QUYẾT ĐỊNH）：決定」及び「CA（CHÁNH ÁN）：長官」の略である。
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判例内容の概要 20

－判例の事実
　・・・・。
－法的解決
　・・・・。
判例に関する法令の規定
　ＸＸＸＸ年○○法第ＺＺ条
判例のキーワード
　「・・・・」

事件の内容
　ＸＸＸＸ年Ｘ月Ｘ日付起訴状及び○○判決により、事件の内容は、次のとおりであ
る。
　・・・・。

裁判所の認定
［１］Ａは、・・・。
［２］・・・。
［３］・・・。
　上記を踏まえて、２０ＸＸ年刑事訴訟法第ＸＸ条第Ｘ項第Ｘ号に基づき、

決定
　１．・・・。
　２．・・・。

判例の内容
　「［１］・・・・・・
　 ［２］・・・・。

」

３　以下では、３つの判決の概要と所感を簡単に記載したい。３つの判例の全文（仮
訳）21 については、別添２から４までのとおり、末尾に添付しているので、そちらも
参照されたい。

　
●判例１８―「殺人罪」における公務執行中の者を殺害する行為についてー（別添２）
【事案の概要】22

　振り落としによる公務員に対する殺人罪（殺人未遂）に関する事件である。
　被告人 H は、車両（トレーラーヘッド）を運転していたところ、交通警察課の道路

20　判例として先例性を示す部分は、「判例内容の概要」「判例の内容」に記載される。
21　判例が掲載されている最高人民裁判所のＨＰはこちら。https://anle.toaan.gov.vn/webcenter/portal/anle/home
22　「事案の概要」部分は筆者らによる要約である。以下同様。
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パトロール隊員チームにより、速度違反を理由として車両を止めるよう指示されたが、
その指示に従わず、言い争った。そこで、公務執行中の交通警察である被害者ＤＤが、
その車両のボンネット前の左側のミラーにしがみついたところ、被告人Ｈは、被害者Ｄ
Ｄを振り落として逃げるために、引き続き高速で運転し、突然左側に激しく方向を変換
するなどして、結果、被害者ＤＤを道路面に振り落とし、被害者ＤＤは、外傷性脳損
傷、足の骨折を受け、健康の４０％の障害を受けた。被告人Ｔは、被告人Ｈの偽造運転
免許証の取得に関与した者である。
　本件では、被告人 H（殺人未遂罪、機関・組織の資料の捏造行為）と被告人 T（機
関・組織の資料の捏造行為）の量刑が問題となった。第一審（ハティン省人民裁判所）
は、被告人 H につき「殺人罪」で懲役８年・「機関、組織の資料の捏造罪」で懲役２
年、被告人 T につき「機関、組織の資料の捏造罪」で懲役２年とした。被告人 H 及び
T は、これらにつき、量刑が重すぎるとして控訴した。
　結論として、第二審（ハノイ高級人民裁判所）は、被告人 H につき「殺人罪」で懲
役７年・「機関、組織の資料の捏造罪」で懲役２年、被告人 T につき「機関、組織の資
料の捏造罪」で懲役２年とするが執行猶予４年とした。
　なお、関係する刑法の規定は、次のとおり（当時は１９９９年刑法９３条１項ｄ号で
あるが、２０１５年刑法１２３条１項ｄ号が対応するので、２０１５年刑法を引用す
る。下線は筆者らによる。）。

刑法１２３条殺人罪
１．以下の場合のいずれかに該当する殺人を犯した者は、１２年以上２０年以下

の懲役、終身刑又は死刑に処す。
ａ）２人以上を殺害した場合
ｂ）１６歳未満の者を殺害した場合
ｃ）　妊娠中と知りながら女性を殺害した場合
ｄ）　公務執行中の者を殺害するか被害者の公務を理由として殺害した場合
dd）　自分の祖父、祖母、父、母、扶養者、教師を殺害した場合
ｅ） 　極めて重大な犯罪又は特別に極めて重大な犯罪の実行の直前又は直後に

人を殺害した場合
ｇ）　他の犯罪を実行又は隠匿するためである場合
ｈ）　被害者の身体の一部を取るためである場合
ｉ）　残虐に犯罪を実行した場合
ｋ）　職業を利用した場合
ｌ）　多数の人を死なせることができる方法によった場合
ｍ）　人を雇って殺害させた、又は雇われて人を殺害した場合
ｎ）　無法者的な性質を有する場合
ｏ）　組織的である場合
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ｐ）　危険な再犯の場合
ｑ）　卑劣な動機のためである場合

２．本条第１項に規定する場合に該当しない殺人罪を犯したときは、７年以上
１５年以下の懲役刑に処す。

３．本条の犯罪を準備した者は、１年以上５年以下の懲役に処す。
４．本条の犯罪を犯した者は、１年以上５年以下の期間、一定の職業又は仕事を

禁じられ、１年以上５年以下の期間、保護観察又は居住禁止に処せられること
がある。

【判例の事実】23

　被告人は、違反行為を処分するため、交通警察に停車を求められたが、それに服従せ
ず、車を直接交通警察にぶつけるよう運転した。交通警察が車のミラーにしがみついて
いるとき、被告人は高速で車を走り続け、交通警察を道路に振り落とすため、突然、車
を中央分離帯に近づけるように方向を転換した。
　交通警察は車から落ち、道路の、固い中央分離帯に衝突し、複数の怪我を負った。
【法的解決】24

　この場合、被告人は、「公務執行中の者を殺害する」という刑罰枠を定める事由によ
り「殺人罪」で刑事責任を負わなければならない。
【判例公布の必要性】25

　判例公布の必要性について、次のとおり、説明されている。
　「実務上、類似の行為、情状があるものの、罪を認定すること及び刑罰枠を認定する
ことは同じでない。具体的には、以下の場合である：車両の運転手が交通警察官に違反
を確認され、処分を受けるために立ち寄るように求められた際、運転手は反抗し、公務
執行中の交通警察官に直接向かって車両を運転したため、公務執行中の人に怪我、健康
の損害、又は死亡の結果をもたらす。場合によっては、訴訟遂行機関がそれは「故意に
よる傷害」（傷害の結果に応じて）罪で起訴し、他の類似の事件では、「公務執行者に
対する反抗罪」として認定し、他の場合は、１９９９年刑法第９３条に基づく「殺人」
として起訴し認定した。そのため、上記の行為では、訴訟遂行機関により罪を認定する
こと及び刑罰枠を認定することが、一方では、未だ整合しておらず、他方では、犯罪行
為の犯罪構成に当てはまらず、犯罪者の主観的意識を適切に反映していない。さらに、
訴訟遂行機関は、刑罰枠を決定する情状である「公務中の人間、又は被害者の公務を
理由とした殺人」（１９９９年刑法第９３条１項ｄ号、２０１５年刑法（２０１７年修

23　各判例からの引用である。以下同様。
24　各判例からの引用である。以下同様。
25　「判例公布の必要性」の部分は、最高人民裁判所が発行する「判例及び評論」（Án lệ và Bình luận）からの引用
である。本稿執筆時点で３巻まで公刊（非売品）され、１巻には判例１から１６まで、２巻には判例１７から
２９まで、３巻には判例３０から３９までが、それぞれ所収されている。
「判例及び評論」は、各判例につき、「Ｉ．判例に関連する法律上の規定」「Ⅱ．判例公布の必要性」「Ⅲ．判

例の内容」という構成からなっている。ここで引用した「判例公布の必要性」は「Ⅱ．判例公布の必要性」を
転記したものであり、判例の選定理由が記述されている。
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正、補充）第１２３条１項ｄ号が符号する）、又は「公務を執行する人を妨害する目的
又は被害者の公務を理由として妨害する目的」（１９９９年刑法第１０４条１項ｋ号、
２０１５年刑法（２０１７年修正、補充）第１３４条１項ｋ号が符号する）と「公務
執行者に対する反抗罪」（１９９９年刑法第２５７条、２０１５年刑法（２０１７年修
正、補充）第３３０条が符号する）との間で誤ることがある。
　この場合の判例を有することは、捜査、起訴、審理する際に罪を認定すること及び刑
罰枠を認定することを整合させるために不可欠である。そして、関心を持つ主体である
弁護士、被疑者、被告人などは、上記の類似の行為が、刑法のどの合法的な条項に基づ
き起訴及び審理されるべきかを予見することが可能である。
【所感】26

○　争点は量刑であり、被告人Ｈも、第一審判決の殺人行為等を認めた上で、量刑の軽
減を求めているものであるが、判例要旨は上記のとおりとなっている。すなわち、判
例要旨と、実際の裁判での争点は必ずしも対応するものでないようである。

〇　上記で引用した判例評論によれば、このような公務員への振り落とした行為をした
際に、公務執行者に対する反抗罪 27（「公務執行者に対し、暴力、暴力で脅迫、又は他
の手法を用いることにより公務執行中の者を妨害し、又はその者に違法行為への加担
を強要した者は、３年以下の非拘束矯正又は６か月以上３年以下の懲役に処す。」）
ｏｒ殺人罪（「以下に掲げる殺人を犯した者は、１２年以上２０年以下の懲役、無期
懲役又は死刑に処す。ｄ）公務中の人間、又は被害者の公務を理由とした殺害」）を
適用するかにつき、裁判官ごとに判断が分かれていたようである。そこで、この点に
つき、殺人罪を適用することが明らかになった点に意味がある判決とされている。こ
のように、判例には、法令の統一適用に資することが期待されている。

●判例２８―「精神を強く刺激された状態における殺人の罪」についてー（別添３）
【事案の概要】

　殺人罪の事案である。
　被害者Ｑが、被告人Ｃに対し、お金を貸してくれと請うたところ、断られたことなど
から、被害者Ｑは被告人Ｃに近づき、椅子から下に引っ張り被告人Ｃの首を挟むなどし
て、その上、体を反らせるような暴行を加えていた。それに対し、被告人Ｃが、ナイフ
で、被害者Ｑの胸を刺し、死亡させた。
　第一審（ダックラック省人民裁判所）は、被告人Ｃにつき、１９９９年刑法９５条

（精神を強く刺激された状態における殺人の罪）の１項を適用し、懲役２年６月とし
た。被害者Ｑの適法な代表者Ｔと被告人Ｃのいずれも控訴した。被告人Ｃは、量刑の軽
減を求めて、控訴した。
　第二審（在ダナン高級人民裁判所）は、第一審判決を修正し、１９９９年刑法９３条

26　以下、所感はいずれも仮訳を通じてのものである。
27　１９９９年刑法２５７条１項。なお、２０１５年刑法１３７条１項も参照。
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（殺人罪）２項を適用し、懲役７年とした。
　監督審（最高人民裁判所）は、第二審判決を破棄し、第一審判決を維持した。
　なお、関係する刑法の規定は、次のとおり（当時は１９９９年刑法９５条１項である
が、２０１５年刑法１２５条１項が対応するので、２０１５年刑法を引用する。下線は
筆者らによる。）。

刑法第１２５条精神を強く刺激された状態における殺人の罪
１．被害者がその者又はその者の親族に対して行われた重大な違法行為に強く精

神を刺激されて殺人を行った者は、６か月以上３年以下の懲役に処す。
２．本条第１項の行為を行い、２人以上に対する殺人を行った者は、３年以上７

年以下の懲役に処す。

【判例の事実】
　被害者は、長時間、継続して被告人を攻撃する一連の違法な行為を行い、被告人が心
理を抑制させられ、精神を刺激させられた。自制心を失った状態で、被告人は攻撃から
逃げるためナイフで被害者を刺した。被告人は、自己が実施した行為の危険性と危険度
を完全に認識していなかった。その結果、被害者が死亡した。
【法的解決】

　この場合、被告人は、「精神を強く刺激された状態における殺人の罪」で刑事責任を
追及されなければならない。
【判例公布の必要性】

　判例公布の必要性につき、次のとおり、説明されている。
　「精神を強く刺激された状態における殺人の罪」は１９９９年刑法第９５条で規定さ
れる。これは、被害者が被告人に対して重大な違法行為を行ったため、刑事責任が軽
減される殺人事件の一つである。「精神を強く刺激された状態における殺人」の罪のほ
か、刑法は、「正当防衛の範囲を超える殺人」 の罪及び「被害者又は他人の違法行為に
よって精神を刺激された状態で犯罪が行われた場合」の減軽事由を有する「殺人」の罪
について規定する。これらの罪は、複数の似た犯罪構成の兆候を持っている罪である。
例えば、被害者が被告人に対して違法行為を行うこと、犯罪行為の結果は被害者が死亡
すること等である。実際の審理から見ると、上記のうちどの罪を認定するのかは、犯罪
構成の兆候を区別するのが比較的定性的であるため、非常に困難である。「精神を刺激
された」と「精神を強く刺激された」との間で、又は「違法行為」と「重大な違法行
為」との間で区別するのは難しい。そして、「精神を強く刺激された」と認定するため
の具体的な案内がなされていないため、同じ行為に関する多様な理解、評価につなが
り、それによって犯罪者の罪の認定の誤りを簡単にもたらす。
　「正当防衛の範囲を超える殺人の罪」や「被害者又は他人の違法行為によって精神を
刺激された状態で犯罪が行われた場合」の減軽事由を有する「殺人の罪」などの誤解し
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やすい事件と区別するために、「精神を強く刺激された状態における殺人の罪」に関す
る一般的な案内を出すのは包括的でなく、事案の状況、具体的な内容に基づいて認定す
べきである。したがって、最高人民裁判所が特定の刑事事件を解決、審理する実践から

「精神を強く刺激された状態における殺人の罪」について判例第１５／２０１７／ＡＬ
号を選定し公布したのは、非常に必要である。」
【所感】

○　本判例から、「重大な違法行為」「強く刺激された」などのメルクマールを読み解く
のは難しい。これらについて解釈を示しているわけではなく、日本に引き直すと、事
例判断といえる。これまでの判例勉強会で見た判例の傾向からすると、判例全体とし
て事例判断が多いと思われるが、こういう判例（事例判断）の積み重ねにより、メル
クマールができてくるものと思われる。

○　適用される構成要件により、法定刑にかなり差があり、実際の結論も差がある。こ
れは、ベトナムにおいて、計画的か、それとも、その場で決意して犯行に及んだか、
という点で、責任非難の程度が異なることにも由来するものと思われる。

○　日本では、正当防衛や過剰防衛について議論されうる事案といえる。
○　本件では付帯私訴もあり、１億２２６０万ドン（約６０万円）の賠償が認められて

いる。死亡に対する賠償としては低額に過ぎないかと思われるが、ベトナムの賃金相
場などを踏まえて、決定されているものと思われる。

●判例１９―「財産横領罪」における奪取された財産の価値の確定についてー（別添４）
【事案の概要】

　財産横領罪の事案である。
　被告人Ｎは、自己の管理する銀行支店の口座から、合計約４億７０００万ドンを出金
し、関係者Ｔに約２億５０００万ドンを、Ｖに約２億２０００万ドンを送金して、横領
した。なお、約２億２０００万ドンについては被害弁償がされたことから、ビンディン
省人民検察院は、その点については被告人を起訴しなかった。
　第一審（ビンディン省Ｃ市人民裁判所）は「財産横領罪」（刑法２７８条２項ｃ号）
で懲役３年とした。第二審（ビンディン省人民裁判所）も、同罪で懲役３年としたが執
行猶予５年とした。最高人民裁判所長官が、最高人民裁判所刑事法廷の監督審合議体に
対し、破棄請求をした。
　監督審（最高人民裁判所）は、「法令の定めるところにより再捜査するため」に、第
一審判決及び第二審判決をいずれも破棄した。また、「財産横領罪」についても、刑法
２７８条３項ａ号（「２億ドン以上５億ドン未満の価値」）であって、量刑の幅は、１５
年以上２０年以下であるとした。判旨の要旨は、「２億２０００万ドンの金額につき、
被告人Ｎは、その損害を回復した。しかし、人民検察院が、被告人が損害を回復したこ
とを理由に起訴しないのは、犯罪を見落としたことになる。」というものである。
　なお、関係する刑法の規定は、次のとおり（当時は１９９９年刑法２７８条２項であ
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り、２０１５年刑法３５３条２項が対応するものの、規定が相当に異なる。よって、当
時の１９９９年刑法を引用する。併せて、１９９９年刑法４７条（２０１５年刑法５４
条に対応するが、相当に異なる。）も引用する。下線は筆者らによる。）。

刑法第２７８条 財産横領罪
１． 職 務、 権 限 を 利 用 し、 自 ら が 管 理 の 責 務 を 有 す る ５ ０ 万 ド ン 以 上

５，０００万ドン以下の価値を持つ財産を横領した者、又は５０万ドン未満で
はあるが下記の場合の一に当たる者は、２年以上７年以下の懲役に処す。
ａ）重大な被害を引き起こした。
ｂ）その行為に対して懲戒処分を受けたにも関わらず違反した。
ｃ）本章Ａ節で規定された罪の一により既に有罪判決を受けた、前科の抹消を

受けず、また違反した。
２．罪を犯し下記の一に当たる者は、７年以上１５年以下の懲役に処す。

ａ）組織的
ｂ）欺瞞、危険な手段を用いた。
ｃ）累犯
ｄ）５，０００万ドン以上２億ドン未満の価値に相当する財産を略奪した。
dd）その他重大な被害を引き起こした。

３．罪を犯し下記のいずれかの場合に当たる者は、１５年以上２０年以下の懲役
に処す。
ａ）２億ドン以上５億ドン未満の価値に相当する財産を略奪した。
ｂ）その他極めて重大な被害を引き起こした。

４．罪を犯し下記の一に当たる者は、懲役２０年、無期懲役又は死刑に処す。
ａ）５億ドン以上の価値に相当する財産を略奪した。
ｂ）その他特に極めて重大な被害を引き起こした。

５．罪を犯した者は、さらに、１年以上５年以下の間、一定の職務に就くことを
禁じられ、１，０００万ドン以上５，０００万ドン以下の罰金に処せられ、本人
の財産の一部又は、全部を没収されることがある。

刑法第４７条 刑法で規定されている刑罰をより減軽する決定 28

　本刑法の第４６条１項に定める情状酌量が少なくとも二つある場合、裁判所
は、法律で規定した条文における刑罰枠の最低限未満の刑罰を決定できるもの
の、この場合、その条文のより軽い隣接した刑罰枠でなければならず；法律の条
文に刑罰枠が一つしかない場合、又はその刑罰枠が条文の最も軽い刑罰枠である
場合、裁判所は刑罰枠の最低限未満の刑罰を決定でき、又は他のさらに軽い刑罰
に変更できる。ただし、刑罰の減軽の理由を判決に明記しなければならない。

28　前記ベトナム六法の仮訳を、修正し改めた。
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【判例の事実】
　被告人は、銀行の管理における抜け穴を利用し、被告人が管理していた銀行の支店の
ファンドから預金の引き出し及び出金の手続を何度も直接行ったが、被告人は、実際に
この金員を誰にも引き渡さず、自ら使用した。
　捜査過程において、被告人は、奪取した金額の一部を回復した。捜査過程において、
被告人は、奪取した金額の一部を修復した。
【法的解決】

　この場合、被告人は、「財産横領罪」で刑事責任を負わなければならない。被告人が
奪取した財産の価値は、被告人が銀行の支店のファンドから預金の引き出し及び出金の
手続きを偽造に行った全ての金額としなければならない（被告人が捜査過程で回復した
金額を含む）。
【判例公布の必要性】

　判例公布の必要性につき、次のとおり、説明されている。
　「１９９９年刑法第２７８条の規定によると、「財産横領罪」は実質的構成（cấu thành 

vật chất）であり 29、犯罪者が財産を奪取すると犯罪が完了する。（犯罪行為の）結果は、
「財産横領罪」の必要な要素（犯罪を成立させる要素）でなく、犯罪の完了の時点を認
定し、刑罰枠及び刑罰の程度を認定する上でのみ意味がある。「財産横領罪」におい
て、財産の奪取の程度、奪取する金額は、犯罪を違反と区別するための根拠であり、刑
罰枠、刑罰の程度を決定するための根拠である。
　「財産横領罪」に関する審理の実践は、捜査、起訴、審理する際、若干の捜査機関、
検察院、裁判所が法律の認識及び適用が未だ不足していることを示している。特に、犯
罪者が結果を部分的又は完全に回復した場合、完了した犯罪及び奪取の金額についてで
ある。被告人による犯罪行為の危険性を正確に評価していなかったため、量刑の決定及
び刑罰枠の根拠が正確に認定されず、犯罪を見落とすという重大な誤りにつながった。
　判例第１９／２０１８／ＡＬ 号の事件において、被告人は、銀行管理の抜け穴を悪
用し、詐欺的な手段によって、被告人が管理する銀行支店の資金から数回にわたって直
接引き出してお金を支払ったものの、実際には誰にも支払っていない。ビンディン省人
民検察院は、被告人が奪取した金額を一部回復し、銀行がお金を回収したと判断してい
るため、犯罪を起訴することはなく、適用される刑罰枠の誤った認定にもつながった。
したがって、判例第１９／２０１８／ＡＬ の発行及び公布は、こちらの犯罪の捜査、
起訴及び審理に不可欠である。」
【所感】

○　横領の成立時期は、銀行からの引き出し時ではなく、他者への送金時という認定で
ある。おそらく、ベトナムの通説的な見解によったものと思われる。

○　被害弁償額を除いても約２億５０００万ドンの起訴であって、そもそも、刑法

29　（翻訳者注）「実質的構成」とは、行為の社会に対する危険性の高さに応じて、構成要件を分けて記載する犯
罪の類型をいう。
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２７８条３項 a 号の問題である。下級審が、刑法２７８条２項ｃ号を適用したのか分
からないところである。不合理な法令適用ともいえる 30。

○　刑事実体法の問題として「被害弁償がされた額まで横領が成立する（成立範囲）」
について判示したものなのか、それとも、訴訟法的な問題（起訴便宜主義はないと思
われる。）として人民検察院の起訴の不適切さを判示したものかは、必ずしも、一義
的ではない。両方判示したものと読む余地もある。

第４　まとめ
１　以上、３件の刑事判例を見てきた限りであるが、同種かつ多発している問題を含む

事例について、判例により統一的判断を示しているという点がうかがわれた。法令の
統一適用の保障（憲法１０４条３項）の観点から判例制度が導入された経緯を踏まえ
ると、その機能は果たされているといえる。

　　しかし、全体としてみると、多くが事例判例であって、解釈や一定の準則を示した
と評価しうる判例は少ないように思える。

２　ＩＣＤ ＮＥＷＳ８９号（２０２１年１２月号）「ベトナムの判例についての覚書
（２）―民事判例について―」でも記載したが、このような状況の中で、今後注目す
べきは下級審や訴訟実務で判例がいかに活用されているかであろう。覚書（１）31 で
紹介したように、判例が引用・適用されている判決は２０２１年４月現在１０２１件
となっている。

　　これら判決のうちいくつかについて勉強会で扱ったところ、判例を事案の判断に適
用し結論を導いている判決も存在した。しかし、文字どおり判例の番号が「引用」さ
れているだけで、なぜその判例が引用されているのか不明なものや、事案の内容から
して無益的記載と思われるような判決もあった。

　　判例が出されて以降、下級審の類似の事案で判例は参照されているようであるが、
今後も、下級審や訴訟実務においてこうした判例をどのように事案に適用していくの
か等、判例がいかに活用されていくかが、上述した判例の在り方や適格性と関連し
て、課題になるように思われる。

　　判例勉強会の報告としての本連載は、これにて一旦終了となるが、今後も、ＪＩＣ
Ａ及び国際協力部は、ともに協力して、ベトナムの判例制度の発展に貢献していきた
い。

30　汚職の可能性も指摘された。
31　「ＩＣＤ ＮＥＷＳ第８８号（２０２１．９）」１１頁以下。
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（別添１：仮訳）

書式番号第２７－ＨＳ（２０１７年９月１９日付最高人民裁判所の裁判官評議会の
議決第０５／２０１７／ＮＱ－Ｈ Đ ＴＰ号とともに発行された） 

⑴ ......................... 裁判所
  ___________________

     判決第 ......./....... ⑵ / ＨＳ－ＳＴ号
     日付 ..............‒..............‒.................. ⑶

ベトナム社会主義共和国
独立・自由・幸福

_______________________

ベトナム社会主義共和国の名により、
..................................................裁判所 ⑷

－第一審の裁判合議体の構成は、以下のとおりである: ⑸

裁判官－裁判長 ........................................................

裁判官.......................................................

人民参審員（軍人）：
.......................................................

.......................................................

.......................................................

－公判での書記官：.......................................................⑹

－...............................人民検察院の代表者⑺が公判に出席した。
検察官.......................................................

........年........月........日⑻、........において ⑼、

........年........月........日付公判開催決定の第................/................/ＱĐＸＸＳＴ－ＨＳに基づい
て、........年........月........日付事件受理決定の第................/................/ＴＬＳＴ－ＨＳ号刑事事
件について ⑿ 以下の被告人（各被告人）に対して第一審の公判 ⑽ を開催する。
被告人 ⑾................................................

生年月日：........年........月........日、出生地：................................

住所：....................、職業：......................、学位：........................、民族：......................、 
性別：....................、宗教：......................、国籍：.......................、両親：.......................、 
配偶者：....................、子供：....................、前科⑿：..........................、前歴：.......................、
身元：......逮捕日、勾留日：....................⒀

－被告人の代理人 ⒁..........................

生年月日（又は年齢）：.........................、居住地：...........................、職業：........................、
被告人........................の ⒂........................
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 ‒ 被告人の弁護人 ⒃               
................................................................................................................................................

 ‒ 被害者 ⒄              
................................................................................................................................................

 ‒ 被害者の代理人 ⒅              
................................................................................................................................................

 ‒ 民事原告 ⒆              
................................................................................................................................................

 ‒ 民事原告の合法的代理人 ⒇              
................................................................................................................................................

 ‒ 民事被告  ㉑              
................................................................................................................................................

 ‒ 民事被告の合法的代理人 ㉒              
................................................................................................................................................

 ‒ 事件に関連する権利、義務を有する者  ㉓              
................................................................................................................................................

 ‒ 事件に関連する権利、義務を有する者の合法的代理人 ㉔              
................................................................................................................................................

 ‒ 被害者の合法的権利義務の弁護人（民事原告、......）㉕

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 ‒ 他の訴訟参加人 ㉖..................................................

................................................................................................................................................

事件の内容：
　事件書類における資料及び法廷における状況によれば、事件の内容の概要は、以下のと
おりである：㉗              
................................................................................................................................................................

              
................................................................................................................................................................

裁判所の認定
　事件の内容、公判で争訟された事件記録の資料によれば、裁判合議体は、以下のとおり
に認定する。㉘

［1］..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

［2］..................................................................................................................................................

38



................................................................................................................................................................

以上の理由に基づいて、
決定 

................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................に基づき、㉙

㉚ .........................................................................................................................................................
㉛ .........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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　第２７－ＨＳ書式の使用案内：

　本使用案内書に添付されている第一審判決の書式は、刑事訴訟法の第２５４条、第
２６０条及び第４２３条の精神に基づいて作成された。本使用案内書に添付されている第
一審の刑事判決の書式は、第一審刑事事件を審理するときにすべての裁判所で使用され
る。以下は、添付の第一審判決の書式の使用に関する具体的な案内である：
　⑴ 及び ⑷　県、郡、市、省所属都市の人民裁判所の場合、その郡、区、市社、省所属都
市の人民裁判所の名前と所属する省、中央直轄都市の名前を記入する。（例：Nam Đàn 県
の人民裁判所、Nghệ An 省）。省、中央直轄都市の人民裁判所の場合、その省、中央直轄都
市の人民裁判所の名前を記入する（例：ハノイ人民裁判所）。地域内の軍事裁判所の場合、
その軍事裁判所の名前を記入するが、どこの軍区、どんな軍種に所属するのかを記入する

（例：首都軍区裁判所）。
　⑵　判決の番号、判決が発行された年を記入する（例：第１６／２０１７／ＨＳ－ＳＴ号）
　⑶　審理の結果を発表する年月日を記入する。1 日で審理が終了する場合と数日にわ
たって審理された場合を区別せず、同様に記入する。
　⑸　第一審の裁判合議体の構成員が３名の場合、裁判長の氏名のみを記入し、下の行の

「裁判官」を削除する。人民参審員（軍人）の箇所は、人民参審員（軍人）の２名の氏名を
記入する。第一審の裁判合議体の構成員が５名の場合、裁判長、一般の裁判官、人民参審
員（軍人）の３名の氏名を記入する。裁判官の肩書を記入してはいけないことに注意すべ
きである。一般的な刑事事件においては、人民参審員（軍人）の肩書、職業を記入しない
が、１８歳未満の被告人の事件においては、人民参審員（軍人）の肩書、職業を記入する。
軍事裁判所で解決される事件に対しては、「Ông (Bà)」1 の代わりに役職名を記入する。
　⑹　公判書記官の氏名を記入し、また、⑴ の案内のように、どこの裁判所の書記官で
あるのか、どこの裁判所の審査官 2 であるのかを明記する。 
　⑺　 ⑴ の案内のように検察院の名前を記入する。公判で公訴権の行使、審理の検察を
行う検察官の氏名を記入する。
　⑻　 １日で審理が終了した場合、その日付を記入する（例：２０１７年７月１５日）。２
日間にわたって審理した場合、列挙する（例２０１７年３月２日、３日）。３日間以上にわ
たって連続的に審理した場合 “…日から…日まで ” と記入する（例：２０１７年１０月６
日から１０日まで）。３日間以上にわたって審理していたが連続的ではなかった場合、そ
の日付を記入する（例： ２０１７年３月７日、８日及び１５日）。審理が連続的であった
が、翌月まで続いた場合、........ 月 ........ 日から ........ 月 ........ 日までと記入する（例：２０１７
年５月３１日から６月２日まで）。連続しない場合、個別に記入する（例：２０１７年３
月３０日、３１日及び４月４日、５日）

1　（訳者注）「Ông (Bà)」は、Mr.（Ms.）を指す。
2　（訳者注）「審査官」とは、裁判所書記官を５年以上務めた裁判所の専門公務員であり、裁判所長官又は副長官の指示
に従って監督審、再審の段階で事件記録を審査し、審査の結論を出し、判決執行活動任務の実施を手助けし、その他
の任務を実施するなどする者である（２０１４年人民裁判所組織法第９３条及び２０１５年刑事訴訟法第４８条）。
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　⑼　裁判所の所在地で裁判する場合、⑴ ⑷ の案内のように記入するが、巡回裁判であれ
ば、公判の場所を記入する。
　⑽　非公開の裁判であれば、「公判」を「非公開裁判」に変える。
　⑾　及び ⑿ には、被告人の氏名及び仮名、別名（ある場合）のすべてを記入する。被
告人が１８歳未満である場合、生年月日及び犯罪行為を行う日までの年齢を明記しなけれ
ばならない（例：犯罪行為を行う日に被告人が１６歳８か月１５日であった）。被告人が
１８歳以上である場合、生年月日又は年齢、住所、居住地を記入する。前科に対しては、
犯罪行為を行う日に前科が抹消してないことを確認できた後に記入する。前歴に対して
は、毎回の行政処分、懲戒処分が適用されたことについて具体的に記入し、抹消している
か否かも明記する。被告人が法人である場合、その名前、本店住所、法定代理人の氏名、
法人の前科、前歴及び他の必要な情報を記入する。公判に出席した場合、「出席」と記入
し、欠席した場合、「欠席」と記入する。 
　⒀　被告人が逮捕され、暫定的に勾留された日を記入する。暫定留置、逮捕、暫定的に
勾留された被告人に対しては、その日及び保釈された日を記入する。公判に出席した場
合、「出席」と記入し、欠席した場合、「欠席」と記入する。
　⒁　及び ⒂ 被告人の合法代理人がいる場合、その被告人の氏名（例：被告 Nguyễn Văn 

A の合法代理人）、被告人との関係（例：被告の父親）を記入する。公判に出席した場合、
「出席」と記入し、欠席した場合、「欠席」と記入する。
　⒃　弁護人がいる場合、その者の氏名と弁護される被告人の氏名を記入する。弁護人は
弁護士であれば、法律事務所の名前及び所属する弁護士会の名前を記入する（例：H 省の
弁護士会に所属する Van Xuan 法律事務所の弁護士 Trần B 氏は、被告人 Nguyễn Văn C 氏を
弁護する）。弁護士ではない場合、その者の職業、会社の名前を記入する（例：M 省の法
律専門協会の人民弁護人の Lê Thị M 氏は、被告人 Nguyễn Văn D 氏を弁護する）。公判に出
席した場合、「出席」と記入し、欠席した場合、「欠席」と記入する。
　⒄、⒅、⒆、⒇、㉑、㉒、㉓ 及び ㉔ 訴訟参加人がいる場合、その者の氏名、年齢、居
住地を記入する。被害者が１８歳未満の者であり、生命、健康、名誉、尊厳を侵害された
場合、被害者の生年月日を明記しなければならない。公判に出席した場合、「出席」と記
入し、欠席した場合、「欠席」と記入する。
　㉕　被害者、民事原告、民事被告、事件に関連する権利、義務を有する者は、その弁護
人がいる場合、順番に彼らの氏名を記入する。当事者の権利を保護する者が弁護士である
場合、法律事務所の名前及び所属する弁護士会の名前を記入する。弁護士ではない場合、
その者の職業、会社の名前を記入する。公判に出席した場合、「出席」と記入し、欠席し
た場合、「欠席」と記入する。
　㉖　証人である訴訟参加人がいる場合、その者の氏名を記入する。訴訟参加人が鑑定
人、財産価値鑑定人、通訳人、翻訳人である場合、その者の氏名、会社の名前を記入す
る。
　㉗　ここには、刑事訴訟法第２６０条２項ｂ号及びｃ号に規律される内容を記入する。
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　㉘　ここには、刑事訴訟法第２６０条２項ｄ号、đ 号及びｅ号に規律される内容を記入
する。ここでは、各段落の番号は ［ ］に入れられる。
　㉙　具体的な場合に応じて、決定した根拠を明記する。
　㉚　ここには、刑事訴訟法第２６０条２項ｇ号に規律される内容を記入する。
　㉛　判決の最後には、評議室で採択された判決書に裁判合議体の構成員の全員の署名と
捺印がなければならない（この判決書が事件記録に編綴される）。被告人、当事者、関連
する機関、組織、個人及び検察院に送付される判決書に対しては、以下のように記入す
る。

宛先：

刑事訴訟法第２６２条に基づいて第一審の裁判
所が判決を引き渡し、又は送信しなければなら
ない場所及び要保管の場所 

第一審の裁判合議体の代表

裁判長

（署名捺印）
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（別添２：仮訳）
判例第１８／２０１８／ＡＬ号

「殺人罪」における公務執行中の者を殺害する行為について

　２０１８年１０月１７日に最高人民裁判所裁判官評議会により採択され、２０１８年
１１月６日付最高人民裁判所長官決定第２６９／Ｑ Đ －ＣＡ号に基づき公布された。

判例源
　被告人である、１９９５年生まれ、本籍地がビンディン省Ｄ市Ｃ村であり、現在の住
所がビンディン省Ｄ市Ｃ村Ｂ区であるフアン・タンＨ（別名はＤＤ）に対する、「殺人」
事件に関する在ハノイ高級人民裁判所の２０１８年５月２８日付第二審判決第３３１／
２０１８／ＨＳ－ＰＴ号
―被害者：グエン・アインＤＤ
 
判例内容の位置
　「裁判所の認定」第１、第３段落
 
判例内容の概要
―判例の事実
　被告人は、違反行為を処分するため、交通警察に停車を求められたが、それに服従せ
ず、車を直接交通警察にぶつけるよう運転した。交通警察が車のミラーにしがみついてい
るとき、被告人は高速で車を走り続け、交通警察を道路に振り落とすため、突然、車を中
央分離帯に近づけるように方向を転換した。
　交通警察は車から落ち、道路の、固い中央分離帯に衝突し、複数の怪我を負った。
－法的解決
　この場合、被告人は、「公務執行中の者を殺害する」という刑罰枠を定める事由により

「殺人罪」で刑事責任を負わなければならない。

判例に関連する法令の規定
―１９９９年刑法第９３条第１項第ｄ号（２０１５年刑法第１２３条第１項第ｄ号が対応

する）

判例のキーワード
　「殺人罪」「交通警察」「公務執行中の者を殺害する」

事件の内容
　ハティン省人民裁判所の起訴状及び第一審判決により、事件の内容は、次のとおりまと
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められる。

１　殺人行為について
　ハティン省公安の道路・鉄道交通警察課（ＰＣ６７）の計画を実施するにあたって、
２０１７年６月３０日に、ヴォーホアンＮ、グエン・アインＤＤ、レー・ホー・ヴィエッ
トＡ及びズオンホアイＮからなる道路パトロール隊員チーム（ヴォーホアンＮがチーム
リーダーである。）は、１Ａ国道のＫｍ４６８からＫｍ５１７まで道路をパトロールし、
交通安全違反を処分する任務を遂行していた。ズオンホアイＮは、ハティン省Ｌ県Ｈ村に
所在するハティン市の枝道のＫｍ１１＋４５０で、速度計測器第ＵＸ０２７９５７号を使
用し、車両のスピードを測る任務を割り当てられた。ヴォーホアンＮ、グエン・アイン
ＤＤ及びレー・ホー・ヴィエットＡは、ハティン省Ｌ県Ｋ村に所在する１Ａ国道のＫｍ
４８８＋６５０で、違反した車両を止め、検査し、制御し、処分する任務を有していた。
　２０１７年６月３０日に、トゥー・コンＴ及びフアン・タンＨは、ナンバープレートが
７７Ｒ－００１．３７である汎用フルトレーラーを引いている、ナンバープレートが７７
Ｃ－０１６．４７であるトレーラーヘッドを南部から北部に運転していた。クアンビン省
に到着したとき、トレーラーヘッドはフアン・タンＨが運転しており、トゥー・コンＴは
運転席で寝込んでいた。同日１５時２８分に、フアン・タンＨがハティン市の枝道のＫｍ
１１＋４５０を運転してきた時、ズオンホアイＮは、速度計測器でトレーラーヘッドのス
ピードを検査し、Ｈが運転しているトレーラーヘッドが６６／６０ｋｍ／ｈで速度制限を
違反したと発見した。それを処分するため、１Ａ国道のＫｍ４８８＋７００で任務を遂行
している道路パトロール隊員チームに対し、違反の通知及び画像を携帯電話のメッセージ
で送信した。
　同日１６時５分に、フアン・タンＨが運転しているナンバープレート７７Ｃ－
０１６．４７のトレーラーヘッドが、ハティン省Ｌ県Ｋ村に所在する１Ａ国道のＫｍ
４８８＋６５０に到着した時、ハティン省公安の道路パトロール隊員チームにより、停車
の指示を受けた。グエン・アインＤＤは、フアン・タンＨに対し違反を通知し、違反の画
像を見せ、運転免許証を提示することを求めた。しかし、フアン・タンＨは、自己の車両
が速度制限に違反しないと主張し、運転免許証を提示せず、ＤＤとその他のパトロール隊
員と言い争った。フアン・タンＨは同時に、車両の速度を表示する携帯電話を取り出し比
較した。道路パトロール隊員チームが説明したが、フアン・タンＨはそれを受け入れず、
引き続き言い争っていた。その後、トレーラーヘッドに戻り、ドアを閉めた（トレーラー
ヘッドはエンジンがかかっている。）。その時、レー・ホー・ヴィエットＡは、ナンバー
プレート７７Ｃ－０１６．４７のトレーラーヘッドの先頭の右側の前方に立っており、グ
エン・アインＤＤは、トレーラーヘッドの先頭から１ｍぐらいの距離がある左側の前方に
立っており、フアン・タンＨに対し、トレーラーヘッドを走らせないようにすることを指
示していた。しかしフアン・タンＨは、指示に服従せず、逃げるため、突然トレーラー
ヘッドを車の前に立っていたレー・ホー・ヴィエットＡ及びグエン・アインＤＤに車を運
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転して逃げ出した。レー・ホー・ヴィエットＡは、右側の路側帯に飛び出し避けることが
できたのに対し、グエン・アインＤＤは、避けるのに間に合わなかったため、トレーラー
ヘッドのボンネット前の左側のミラーを摑んだ。フアン・タンＨは、グエン・アインＤＤ
がミラーにしがみついているのを見たものの、引き続き車両のスピードを上げていった。
１Ａ国道のＫｍ４８８＋２５０（出発点から４００ｍぐらい）に到着したとき、フアン・
タンＨが運転しているトレーラーヘッドは、右車線で走っており、前方に障害物及び同じ
方向の車両がなかったにもかかわらず、Ｈは突然左側に激しく車両の方向を変換し、車両
の先頭を固い中央分離帯に近づけた。その目的は、グエン・アインＤＤを振り落とし、逃
げるためであった。その時、グエン・アインＤＤは、両手でミラーを握っているにすぎ
ず、足を支えるものがなかったため、車両の方向が突然変換されたとき、車両から落ち、
固い中央分離帯に衝突し、道路面に落下した。
　フアン・タンＨは、突然運転方向を転換し、グエン・アインＤＤを道路に振り落とした
後、トレーラーヘッドを止めず、引き続き逃げるため運転し、道路パトロール隊員チーム
の停止指示に服従しなかった。１Ａ国道のＫｍ４８８で、ハティン省公安の交通警察に専
用車で止められたとき、フアン・タンＨはトレーラーヘッドを止めたが、警察の指示に服
従せず、車両から降り、引き続き公務執行者と言い争ってからまた車両に戻りドアを閉め
た。その後、トレーラーヘッドを道路の横に止め、交通を遮った。Ｌ県の公安は、ハティ
ン省交通警察課と協力し、フアン・タンＨに対し、トレーラーヘッドを路側帯側に移動す
ることを強制し、違反を処分するためフアン・タンＨをＬ県公安の本庁に連れて行った。

　結果：グエン・アインＤＤが重傷を負い、ホンリン村の総合病院に救急へ運ばれた。そ
の後、ベトナム・ドイツ友好病院で治療を受け、２０１７年７月１０日にハティン省の総
合病院に転院し、２０１７年７月１８日に退院した。
　フアン・タンＨが上記の行為を実施している間、住居地がハノイ市Ｎ区Ｍ通り１０２号
であり、ナンバープレート３７Ａ－３０４．８４のマイリンタクシーの乗客であったチャ
ンチュンＤＤが携帯電話でそれを録画した。
　－グエン・アインＤＤの傷害につき、ハティン省法医センターによる２０１７年９月
１８日付傷害の法医鑑定結論書第７８号では、次のことが確定された。
　＋外傷性脳損傷：左前頭葉の脳柔組織が傷害を受け、右頭頂骨が割れた。
　＋頭の上部に２．５ｃｍ×０．２ｃｍの傷跡、右側の側頭葉に１．５ｃｍ×０．２ｃｍの傷
跡が残った。
　＋Ｘ線：左の腓骨の３分の１が折れたの画像
　結論：現在の身体的負傷の割合は４０％である（法医鑑定結論書１３９頁、１４０頁）。
捜査過程において、フアン・タンＨは次のように陳述した。Ｈが運転した車両は速度違反
せず、ナンバープレート７７Ｃ－０１６．４７のトレーラーヘッドに付いているドライブ
レコーダー第ＶＴＲ０１号は、ハティン市の枝道に走っているとき、ナンバープレート
７７Ｃ－０１６．４７のトレーラーヘッドの速度は６０ｋｍ／ｈ以下と反映していた。し
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かし、ナンバープレート７７Ｃ－０１６．４７のトレーラーヘッドに付いているドライブ
レコーダー第ＶＴＲ０１号は、２０１１年３月８日付交通運輸省公文書第０８／２０１１
／ＴＴ－ＢＧＴＶＴ号と共に発行された基準第ＱＣＶＮ３１：２００１／ＧＴＶＴ号を満
たしているものの、５ｋｍの誤差が生じており、１０秒ごとに１回車速をアーデットする
ものである。一方で、車両の速度計測器第ＵＸ０２７９５７号は、２０１６年９月２９日
付ベトナム国家計量機関（ＶＭＩ）による鑑定証明書第Ｖ０８．ＫＤ．５２５．１６号に
基づき鑑定されたものである。その計量技術の特徴は、測定範囲が８－３２０ｋｍ／ｈで
あり、精度が２ｋｍ／ｈであり、走っている車両の速度を直接測るというものである。
　この事件において、フアン・タンＨは、公務執行者の指示に服従し、運転免許証を提示
しなければならず、処分結果に同意しない場合、不服申立てを行うことができる。しか
し、偽造の運転免許証を使用していることを発見されると心配したため、フアン・タンＨ
は指示を服従せず、犯罪を起こしたのである。

２　機関・組織の資料の偽造行為について
　２０１６年１０月ごろ、フアン・タンＨ（Ｃ級運転免許証を保有。）は、トゥー・コ
ンＴにトレーラーヘッドの運転アシスタントとして雇用され、Ｔと一緒に品物を運送
している。運転アシスタントとして勤める際、トゥー・コンＴは、Ｈがトレーラー
ヘッドを運転することができると思っていたが、フアン・タンＨは、ＦＣ級運転免許
証を取得できる年齢になっていない。２０１７年２月ごろ、トゥー・コンＴは、フア
ン・タンＨの写真を持ちハイフォンにいる知らない人に連絡し、２５０万ドンで、記号
５２０１４４００４７２９で、リュー・ヴァンＣ名義で、フアン・タンＨの写真が貼って
いる偽造のＦＣ級運転免許証の１枚の作成を依頼した。Ｔは、Ｈが管轄機関から検査を受
けるとき、管轄機関を騙すのに使用するためＨにそれを渡した。
　２０１７年６月３０日に、Ｌ県公安の捜査警察機関から検査を受ける時、フアン・タン
Ｈは、リューヴァンＣ名義（１９９１年生まれ、ビンディン省Ｄ県Ｏ町に居住する）の
ＦＣ級偽造運転免許証を提示した。また、捜査機関を騙すために、フアン・タンＨ及び
トゥー・コンＴのいずれも、Ｈの名前がリューヴァンＣであると陳述した。そのため、Ｌ
県公安の捜査警察機関は、リューヴァンＣとの偽造名義でフアン・タンＨに対し訴訟決定
を発行した。
　捜査過程において、次のことも確定した。２０１７年４月２２日の１６時５０分にクア
ンガイ省に所在する１Ａ国道のＫｍ１０６０＋４００で、フアン・タンＨは、ナンバープ
レート７７Ｒ－０１４．６５の汎用フルトレーラーを引いているナンバープレート７７Ｃ
－１０３．６９のトレーラーヘッドを運転し、「ウィンカーを出さない方向転換」の違反を
犯したが、クアンガイ省公安の交通警察課の道路パトロール隊員チームを騙すため、記号
５２０１４４００４７２８であり、リューヴァンＣの名義の偽造運転免許証を使用した。
　－２０１７年７月５日付ハティン公安の刑事技術課の鑑定結論書第１０号では、次のこ
とが確定された。２０１５年１１月１８日に発行された記号５２０１４４００４７２８
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で、リューヴァンＣ名義（生年月日が１９９１年６月１０日、ビンディン省Ｄ県Ｏ町に居
住する）の運転免許証は、偽造運転免許証である（９１頁）。

採取した証拠物は、
　－ FREIGHTLINER ブランド、ナンバープレート７７Ｃ－０１６．４７、モデルコード
ＣＬ１２００６４Ｓ、レッドカーラ、エンジン番号０９３３Ｕ０８４１８４３、識別番号
６ＣＶ３６ＬＸ０６８４４であるトレーラーヘッドの１台及び関連する書類
　－番号５２０１４４００４７２９、ＦＣ級、リューヴァンＣ名義の偽造運転免許証（プ
ラッチクカード）の１枚
　－ビンディン省交通運輸局により発行された、番号５２０１６０００８７、Ｃ級、フア
ン・タンＨ名義の運転免許証（プラッチクカード）の１枚
　－ビンディン省公安により発行された、番号２１５３４１３０５、フアン・タンＨ名義
の身分証明書の１枚
　 － ARBUTUS ブ ラ ン ド、 黄 色、 タ ッ チ ス ク リ ー ン、 Ｉ Ｍ Ｅ Ｉ 番 号
３５５０５２６５４００４６３１，３５５０５２６５４００４６４９、使用済みの携帯電
話の１台
　－長さが３７分のＩＭＧ－１２４５．ＭＯＶビデオのファイルを保存している、
Kingston ブランド、容量が８ＧＢ、表面にＤＴ１０１Ｇ２が記載してあるＵＳＢの１台
　－長さが２分の５８秒のＩＭＧ－０５０７．ＭＯＶビデオ及び長さが３分４秒のＩＭＧ
－０５０９．ＭＯＶビデオのファイルを保存している、Apacer ブランド、容量が８ＧＢ
のＵＳＢの１台
　－長さが５分１０秒のＩＭＧ－１６８９．ＭＯＶビデオのファイルを保存している
Kingston ブランド、容量８ＧＢ、表面にＤＴ１０１Ｇ２が記載してあるＵＳＢの１台
　ハティン省公安の捜査警察機関は、ナンバープレート７７Ｃ－０１６．４７のトレー
ラーヘッド及び関連する書類をその所有者であるＴ運輸及び総合商業有限責任会社に返却
した。ＵＳＢ３台が事件書類に保留され、その他の証拠物が管理するため、ハティン省民
事判決執行局に送付された。
　上記の行為につき、２０１７年１０月１３日付起訴状第３５／ＣＴｒ – ＫＳ Đ Ｔで、
ハティン省人民検察院は、刑法第９３条１項ｄ号に基づき、フアン・タンＨを「殺人罪」
で起訴した。また、刑法第２６７条２項ｂ号に基づき、トゥー・コンＴを「機関、組織の
資料の捏造罪」で起訴した。
　２０１７年１２月２６日付第一審刑事判決第３９／２０１７／ＨＳＳＴ号で、ハティン
省人民裁判所は、次のとおり決定した。

１　被告人であるフアン・タンＨが、「殺人罪」及び「機関、組織の資料の捏造罪」を犯
し、トゥー・コンＴが、「機関、組織の資料の捏造罪」を犯したと決定した。
　－１９９９年刑法第９３条１項ｄ号、第５２条３項、第２６７条２項ｂ号、第４６条１
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項ｂ号及びｐ号、第２項、第４７条を適用し、フアン・タンＨを「殺人罪」で懲役８年
に、「機関、組織の資料の捏造罪」で懲役２年に処した。
　刑法第５０条１項を適用し、フアン・タンＨの２つの犯罪についての刑罰を併合し、フ
アン・タンＨに懲役１０年を受けさせる。懲役刑の執行期間は、留置日・勾留日（２０１７
年６月３０日）から計算する。
　－１９９９年刑法第２６７条２項ｂ号、第４６条２項を適用し、トゥー・コンＴを懲役
２年に処する。懲役刑の執行期間は、被告人が判決を執行する日から計算する。
　その他、第一審裁判所は、法律の規定により、証拠物の処分、第一審刑事判決の費用、
控訴権の通知につき決定した。
　２０１８年１月３日に、フアン・タンＨは控訴し刑罰の軽減を請求し、トゥー・コンＴ
は、控訴し刑罰の軽減及び執行猶予を受けることを請求した。
　公判で、フアン・タンＨは、上記の殺人行為及び機関、組織の資料の捏造行為を全部認
めた。被告人は、第一審裁判所の刑罰が重すぎると述べ、裁判合議体に対し刑罰を検討
し、軽減することを請求した。トゥー・コンＴは、上記の組織の資料の捏造行為を全部認
めた。被告人は、初めて罪を犯したのであり、それが重大でない場合に該当しているこ
と、真摯に自白し、後悔し、改悛しおり、損害を賠償したこと、被告人の家庭事情が困難
であることのため、被告人が地元で矯正することを検討するように裁判合議体に請求し
た。
　在ハノイ高級人民検察院の代表は、事件解決につき、次のとおり意見を述べた。フア
ン・タンＨが刑法第９３条１項ｄ号、第２６７条２項ｂ号で定める「殺人罪」及び「機
関、組織の資料の捏造罪」を犯したと結論するための証拠は十分である。
　トゥー・コンＴにつき、被告人は、刑法第２６７条２項ｂ号に定める「機関、組織の資
料の捏造罪」を犯した。
　被告人らの犯罪行為の性質及び重大さを評価し、経歴、刑事責任の軽減事由を検討した
後、在ハノイ高級人民検察院の代表は、裁判合議体に対し、フアン・タンＨの控訴を認容
せず、第一審判決の決定を維持するよう申請した。また、トゥー・コンＴの控訴を認容
し、刑罰を維持するが執行猶予を受けさせ、試行期間を法令の定めるところにより、決定
するよう申請した。
　フアン・タンＨの弁護士は、次のとおり意見を述べた。罪名及び刑罰枠に異存はない
が、第４６条１項ｂ号、第ｐ号、２項、第４７条の定めるところにより、軽減事由を適用
し、フアン・タンＨに対する刑罰を軽減するよう請求した。
　弁論において、高級人民検察院の代表、弁護士及び被告人は、自己の意見を維持した。

裁判所の認定
［１］フアン・タンＨ及びトゥー・コンＴの陳述は、被害者、証人、鑑定結論及び事件の

書類におけるその他の資料に適合した。そのため、次のことを結論するための証拠
は十分である。２０１７年６月３０日の１６時５分ごろに、フアン・タンＨは、ナ

48



ンバープレート７７Ｒ－００１．３７の汎用フルトレーラーを引いているナンバープ
レート７７Ｃ－０１６．４７のトレーラーヘッドを運転し、ハティン省Ｌ県Ｋ村に所
在する１Ａ国道のｋｍ ４８８ ＋ ６５０に到着した時、ハティン省公安の交通警察課
の道路パトロール隊員チームにより、速度の違反（６６／６０ｋｍ／ｈ）を理由とし
て車両を止められた。フアン・タンＨは、速度に違反しないと主張しその指示を従
わず言い争った。また、車両の前に立っていた、公務執行中の交通警察であるグエ
ン・アインＤＤ及びレー・ホー・ヴィエットＡに向け直接に車両を運転した。レー・
ホー・ヴィエットＡは、路側帯に飛び出し避けることができたのに対し、グエン・ア
インＤＤは、車両のボンネット前の左側のミラーにしがみつかなければならない。フ
アン・タンＨは引き続き高速で運転し、グエン・アインＤＤを振り落とし、逃げるた
め、突然左側に激しく方向を変換し、車両の頭を固い中央分離帯に近づけた。結果、
グエン・アインＤＤは、車両から落ち、固い中央分離帯に衝突し、道路面に落下し
た。グエン・アインＤＤは、外傷性脳損傷、足の骨折を受け、健康の４０％の障害を
受けた。

［２］フアン・タンＨ及びトゥー・コンＴは、次の犯罪行為を犯した。トゥー・コンＴ
は、フアン・タンＨがＦＣ級運転免許証を持っておらず、ＦＣ級運転免許証を取得で
きるための年齢になっていないと知っているが、ハイフォンにいる者（Ｔは氏名と
住所を知らない。）に、偽造のＦＣ級運転免許証の作成をお願いした。それは、番号 
５２０１４４００４７２９であり、フアン・タンＨ の写真が貼ってあるが、リュー
ヴァンＣの名義である。Ｔは、Ｈが運転する際に管轄機関を騙すため、Ｈにそれを渡
した。トゥー・コンＴから偽造運転免許証を受けた時から、フアン・タンＨは、２度
それをもってクアンガイ省の交通警察及びハティン省Ｌ県公安を騙した。フアン・タ
ンＨが偽造運転免許証を使用し、管轄機関を騙す行為について、トゥー・コンＴは
知っている。

［３］上記の犯罪行為があったため、第一審裁判所は、１９９９年刑法第９３条第１項第
ｄ号、第２６７条第２項第ｂ号に定める「殺人罪」及び「機関、組織の資料の捏造
罪」でフアン・タンＨを審理した。このことには根拠があり、適法である。

［４］トゥー・コンＴを１９９９年刑法第２６７条第２項第ｂ号に定める「機関、組織の
資料の捏造罪」で審理したことには根拠があり、適法である。

［５］裁判合議体は、フアン・タンＨ及びトゥー・コンＴの控訴を検討し、次のとおり考
える。フアン・タンＨが実施した殺人行為は、危険であり、他人の生命を直接害し、
公共交通の秩序・安全に悪影響を与えた。

［６］トゥー・コンＴ及びフアン・タンＨが実施した機関、組織の資料の捏造行為は、行
政管理秩序を害したため、法令の前に厳格に処分されなければならない。

［７］被告人であるフアン・タンＨは、経歴がよく、前科を有しない。捜査過程及び公判
では真摯に自白し、後悔し、改悛している。影響を克服するため自発的に被害者に損
害を賠償し、被害者から刑罰を軽減する請求があった。被告人の生活状況は困難であ
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り、地元の貧困家庭である。被告人が実施した犯罪行為は、「犯罪未遂」の場合に該
当する。また、被告人の祖父は、革命功労者であり、傷病兵としての制度を受けてい
る。このように、フアン・タンＨは、１９９９年刑法第４６条１項ｂ号、ｐ号及び２
項に定める軽減事由を受ける対象となる。そのため、「殺人罪」につき、被告人に刑
罰を軽減する根拠があるが、「機関、組織の資料の捏造罪」についての刑罰を維持す
る。

［８］被告人であるトゥー・コンＴにつき、経歴がよく、前科を有しない。真摯に自白
し、後悔し、改悛している。影響を克服すため、フアン・タンＨの家族と一緒に被害
者に損害を賠償した。被告人は、生活状況が困難であり、家族の主要な労働者であ
る。被告人は明確な居住地を持っている。被告人は懲役を服する必要がなく、地元で
矯正するのみでも、被告人を教育し、一般的な犯罪を防止することができる。そのた
め、トゥー・コンＴの控訴を認容するための根拠は十分である。

［９］控訴、異議申立てが行われない第一審判決のその他の決定は、控訴、異議申立ての
期間が満了した日から法的効力を有する。

［１０］フアン・タンＨ及びトゥー・コンＴは、第二審刑事判決費用を負担しない。
上記を踏まえて
２０１５年刑事訴訟法第３５５条１項ｂ号、第３５７条１項ｅ号に基づき、

決定
１　フアン・タンＨの控訴の一部を認容し、第一審判決を修正する。

　１９９９年刑法第９３条１項ｄ号、第２６７条２項ｂ号、第１８条、第５２条３項
（殺人罪）、第４６条１項ｂ号、ｐ号、２項、第４７条、第５０条１項に基づき、フア
ン・タンＨを「殺人罪」で懲役７年に処し、「機関、組織の資料の捏造罪」で懲役２年
に処する。懲役刑の執行期間は、２０１７年６月３０日から計算する。

２　トゥー・コンＴの控訴を認容し、第一審判決を修正する。
　１９９９年刑法第２６７条２項ｂ号、第４６条１項ｂ号、ｐ号、２項、第６０条に基
づき、トゥー・コンＴを「機関、組織の資料の捏造罪」で懲役２年に処するが、執行猶
予を受けさせ、試行期間は、第二審判決を下した日から４年である。試行期間におい
て、Ｏ町（ビンディン省Ｄ県）人民委員会は、トゥー・コンＴを管理、教育する。
　執行猶予を受けた者が、居住地を変更した場合、刑事執行法第６９条１項の定めると
ころにより、実施する。

３　控訴、異議申し立てが行われない第一審判決のその他の決定は、控訴、異議申し立て
の期間が満了した日から法的効力を有する。

　第二審判決は、判決を下した日から法的効力を有する。

判例の内容
「［１］フアン・タンＨ及びトゥー・コンＴの陳述は、被害者、証人、鑑定結論及び事件
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の書類におけるその他の資料に適合した。そのため、次のことを結論するための証
拠は十分である。２０１７年６月３０日の１６時５分ごろに、フアン・タンＨは、
ナンバープレート７７Ｒ－００１．３７の汎用フルトレーラーを引いているナンバー
プレート７７Ｃ－０１６．４７のトレーラーヘッドを運転し、ハティン省Ｌ県Ｋ村に
所在する１Ａ国道のｋｍ ４８８ ＋ ６５０に到着した時、ハティン省公安の交通警察
課の道路パトロール隊員チームにより、速度の違反（６６／６０ｋｍ／ｈ）を理由と
して車両を止められた。フアン・タンＨは、速度に違反しないと主張しその指示を従
わず言い争った。また、車両の前に立っていた、公務執行中の交通警察であるグエ
ン・アインＤＤ及びレー・ホー・ヴィエットＡに向け直接に車両を運転した。レー・
ホー・ヴィエットＡは、路側帯に飛び出し避けることができたのに対し、グエン・ア
インＤＤは、車両のボンネット前の左側のミラーにしがみつかなければならない。フ
アン・タンＨは引き続き高速で運転し、グエン・アインＤＤを振り落とし、逃げるた
め、突然左側に激しく方向を変換し、車両の頭を固い中央分離帯に近づけた。結果、
グエン・アインＤＤは、車両から落ち、固い中央分離帯に衝突し、道路面に落下し
た。グエン・アインＤＤは、外傷性脳損傷、足の骨折を受け、健康の４０％の障害を
受けた。

［３］上記の犯罪行為があったため、第一審裁判所は、１９９９年刑法第９３条第１項第
ｄ号、第２６７条第２項第ｂ号に定める「殺人罪」及び「機関、組織の資料の捏造
罪」でフアン・タンＨを審理した。このことは、根拠があり、適法である。」
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（別添３：仮訳）
判例第２８／２０１９／ＡＬ号

「精神を強く刺激された状態における殺人の罪」について

　２０１９年８月２２日に最高人民裁判所裁判官評議会により採択され、２０１９年９月
９日付最高人民裁判所長官決定第２９３／Ｑ Đ －ＣＡ号に基づき公布された。

判例源
　被告人であるチャン・ヴァンＣ（１９９１年生まれ）に対する「精神を強く刺激された
状態における殺人」の事件に関する最高人民裁判所の裁判官評議会の２０１８年９月２５
日付監督審決定第１６／２０１８／ＨＳ－Ｇ Đ Ｔ号
　－被害者：１９９４年生まれのグエン・ホンＱ（死亡した。）

判例内容の位置
　「裁判所の認定」第１段落

判例内容の概要
－判例の事実
　被害者は、長時間、継続して被告人を攻撃する一連の違法な行為を行い、被告人が心理
を抑制させられ、精神を刺激させられた。自制心を失った状態で、被告人は攻撃から逃げ
るためナイフで被害者を刺した。被告人は、自己が実施した行為の危険性と危険度を完全
に認識していなかった。その結果、被害者が死亡した。
－法的解決
　この場合、被告人は、「精神を強く刺激された状態における殺人の罪」で刑事責任を追
及されなければならない。

判例に関する法令の規定
　－１９９９年刑法第９５条１項（２０１５年刑法第１２５条第１項が対応する。）

判例のキーワード
　「精神を強く刺激された状態における殺人」「精神につき強く刺激を受けた」「自制心を
失った状態」

事件の内容
　２０１６年１１月３日２３時３０分頃、チャン・ヴァンＣは、ダックラック省Ｋ県Ｎ村
１Ａ区にある「スス」インターネットショップでゲームをしていた時、友達であるグエ
ン・ホンＱは、Ｃに電話し、どこにいるのか聞いていた。Ｃがインターネットショップで
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ゲームをしていることを知ったとき、Ｑがそこに来て６番のゲーム機でゲームをしてい
た。ゲームをしている間、Ｑは何度もＣのところに行って、お金を貸すよう頼んだが、Ｃ
にお金がないと言われた。しばらくして、Ｑは、２台の携帯電話をＣのところに持って行
き、Ｃにその携帯電話に質権を設定しお金を借りるつもりであったが、Ｃの同意を得られ
なかったので、Ｑは自己のところに戻りゲームを続けていた。
　約１５分後、ＱはＣのところに行き、「私を信じていないのか。助けてくれ」と言っ
た。 Ｃは「本当にお金がない。ゲームをしているから、他のところに行ってくれ」と答
えた。 Ｑは「くそったれ。私の顔を覚えておけよ」とののしった。Ｃはそれを聞いても
何も言わず、Ｑは自己のところに戻った。数分後、Ｑは、Ｃのところに行き、右手でＣ
の左頬を強く殴り、Ｃは、血を出した。殴られたため、Ｃは怒り、机の上の２台のコン
ピューターの間にあるタイナイフを取り、右手でナイフを持ち、椅子の上に乗り立った。
Ｑはそれを見て駆け寄り、Ｃはナイフを前後に振り、Ｑの顔に当たり、Ｑは出血した。Ｑ
は両手でＣを椅子から下に引っ張り、両手でＣの首をつかんで、その後、Ｑは手を使っ
て、Ｃの頭がＱの背中の後ろにあり、Ｃの手、体、足がＱの体の前にある位置に、Ｃの首
を固定した。
　Ｑに首を絞められているＣは、左手でＱの右腰を掴み、右手でタイのナイフを持ってＱ
の胸を刺した。ゲームをしていたグイェンハイＱ１は、それを見て、Ｃの手からナイフを
取り外し、店の隅に投げた。Ｑは床に倒れ、Ｃと店内にいた数人は、Ｑを病院へ救急治療
に運んだ。Ｑは２０１６年１１月４日に死亡した。その直後、ＣはＫ県警察に出頭に行っ
た。
　グエン・ホンＱの検死の結果は次のことを記載している。左額の領域で眉の上に、
０．７ｃｍの長さの裂け目がある。鼻の先には、長さ２ｃｍ、深さ０．４ｃｍの裂け目があ
る。上唇に右の裂け目から３ｃｍ離れた地位に、長さ２ｃｍの裂け目がある。右口唇に、
長さ３ｃｍ、深さ０．８ｃｍの裂け目がある。３つの裂け目は、上から下、左から右に不
連続な直線となっている。右胸は右乳首から下３．５ｃｍ、胸骨の中線から９ｃｍ離れた
場所で、長さ１．３ｃｍの水平方向の裂け目がある。左胸には、左踵から１２０ｃｍ、胸
骨の中線から５ｃｍから離れた場所で、長さ２．５ｃｍ、幅１ｃｍ、左から右、前から後
ろ、外側から内側までの水平方向の裂け目がある。
　２０１６年１１月２４に日付検死法医鑑定結論第７１４／Ｑ Đ ＰＹ号で、ダックラック
省警察の刑事技術部は、次のとおり結論した。グエン・ホンＱの死亡原因は、左胸の刺し
傷のためであり、それが心臓の障害を生じさせ、心停止及び心不全と不可逆的な急性循環
不全の失血を発生させた。
　ダックラック省の法医センターの２０１７年１月４日付怪我法医結論第１１３／ＰＹ－
ＴｇＴ 号は、チャン・ヴァンＣが、左頬で２％の負傷を負ったと結論している。
　第一審の審理の前に、チャン・ヴァンＣは、被害者の遺族に９５００万ドンを賠償し
た。
　２０１７年５月９日付第一審刑事判決第１４／２０１７／ＨＳＳＴ号で、ダックラック
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省人民裁判所は、刑法第９５条第１項、第４６条第１項及び第２項第ｂ号、第ｈ号、第ｐ
号を適用し、「精神を強く刺激された状態における殺人の罪」でチャン・ヴァンＣを懲役
２年６か月に処した。また、刑法第４２条、民法第６０６条及び第６１０条を適用し、Ｃ
が被害者の遺族に対し１億２２６０万ドンを賠償しなければならないことを命じた。すで
に９５００万ドンを賠償したため、追加して２７６０万ドンを賠償しなければならない。
それに加え、グエン・ホンＭに対し、１か月６０万ドンの養育費を支給すべきである。グ
エン・ホンＱの生まれたばかりの子につき、ライ・ティ・ミンＴは、養育費を請求するた
め、別の民事事件で訴訟を提起する権利を有する。
　その他、第一審裁判所は、証拠物の処分、訴訟費用及び法令に定める控訴権につき、決
定した。
　２０１７年５月２２日に、被害者の合法な代表者であるライ・ティ・ミンＴは控訴をし
た。Ｔは、チャン・ヴァンＣに対し刑法第９３条第２項を適用し厳罰化を要請した。それ
と同時に、ホンＭに対する養育費の増加、Ｑの生まれた子であるハイＤＤ（２０１７年４
月２９日に生まれ）に対する養育費の責任の確定を要請した。
　２０１７年５月２４日に、チャン・ヴァンＣは、刑罰の軽減を要請するため、控訴をし
た。
　２０１７年８月１０日付控訴審刑事判決第２００／２０１７／ＨＳＰＴ号で、在ダナン
高級人民裁判所は、刑事訴訟法第２４８条第２項第ａ号、第ｂ号、第ｃ号及び第２４９条
第３項に基づき、
　－チャン・ヴァンＣの控訴を認容しなかった。
　－被害者の合法な代表者の控訴を認容した。
　＋刑事責任につき、第一審判決を次のように修正した。第９３条第２項、第４６条第１
項及び第２項第ｂ号と第ｐ号を適用し、「殺人罪」でチャン・ヴァンＣを懲役７年に処し
た。
　＋被害者の子に対する養育費の支給に関する部分で、第一審判決の一部を破棄した。法
律の規定に基づく、再び解決を行うため、事件記録をダックラック省人民裁判所に送付し
た。
　２０１７年９月１４日付判決第 ４７／２０１７／ＨＳＳＴ号で、ダックラック省人民
裁判所は、次のことを決定した。チャン・ヴァンＣは、グエン・ホンＭとグエン・ハイＤ
Ｄに対し、１か月一人６５万ドンの養育費を支給しなければならない。
　２０１８年５月２２日付監督審の異議申立決定第１５／２０１８／ＫＮ－ＨＳ号で、最
高人民裁判所長官は、在ダナン高級人民裁判所の２０１７年８月１０日付控訴審刑事判決
第２００／２０１７／ＨＳＰＴ号に対し、異議申立てを決定した。また最高人民裁判所の
裁判官評議会に対し監督審の審理を行うこと、チャン・ヴァンＣに対する刑事責任の部分
で上記の控訴審判決を破棄すること、再び控訴審の審理を行うため、事件記録を在ダナン
高級人民裁判所に送付することを要請した。
　監督審の公判で、最高人民検察院の代表は、最高人民裁判所長官の監督審の異議申立て
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に一致した。最高人民裁判所裁判官評議会に対し、チャン・ヴァンＣの罪名と刑罰につ
き、控訴審判決を破棄し、第一審判決の決定を維持することを要請した。

裁判所の認定
［１］罪名について：
　　　証人であるレー・ヒュー・Ｎ１、グエン・ヴァン・Ｎ２ の供述に合致しているチャ

ン・ヴァンＣの供述に基づき、事件が起こった原因は、被害者であるグエン・ホンＱ
にあった。Ｑは、チャン・ヴァンＣに攻撃した一連の行為を行った。例えば、Ｃに対
しお金を借りることを頼んだ時、Ｃがお金ないと答えたら、ＱはＣを罵った。Ｃが反
応しないとき、ＱはＣのところに行き、Ｃの顔を殴った（負傷２％）。Ｑに殴られた
後、Ｃは、ナイフ（フルーツナイフ、机に置いてあった）を取って、椅子に乗り立
ち、ナイフを前後に振った（この行為は、ＣがＱを攻撃するためでなく、Ｑからの攻
撃を阻止するためであったと表している。）。しかし、Ｃがナイフを持っていることを
分かっているにもかかわらず、Ｑは、駆け寄り、Ｃを椅子から下に引っ張り、Ｃの首
を挟んだ。頭がＱの背中の後ろにあり、Ｃの手、体、足がＱの体の前にある位置に固
定されている状況の下にあるＣは、右手でタイのナイフを使ってＱの胸を刺した。Ｑ
は死亡した。この場合、被害者は、先に被告人を先に攻撃した者である。被害者の攻
撃行為は、連続で、激しさが増しつつあった。被害者の行為は、違法であり、被告人
の身体の安全に害するものである。精神を刺激され、状態自制心を失って、自己が実
施した行為の危険性と危険度を完全に認識していなかった状態の下で、被告人は攻撃
から逃げるためナイフで被害者の胸を刺した。そのため、チャン・ヴァンＣは精神を
強く刺激されたと認定するための根拠が十分である。第一審裁判所が、チャン・ヴァ
ンＣを「精神を強く刺激された状態における殺人の罪」で判決を受けさせたことは、
根拠のあることである。

［２］控訴審裁判所は、チャン・ヴァンＣが精神の刺激を受けたが、強く刺激された程度
ではなかったと認定した。このような判断は、事件の原因、流れ及び被害者の行為の
深刻さ、連続性を客観的かつ完全的に考慮していなかったためであるものの、控訴審
裁判所はそれに基づき、罪名を「精神を強く刺激された状態における殺人の罪」から

「殺人罪」に変更した。これは、不正確である。
　上記を踏まえて、

決定
　刑事訴訟法第３８２条、第３８８条第２項、第３９０条に基づき、
１　在ダナン高級人民裁判所の２０１７年８月１０日付控訴審刑事判決第２００／

２０１７／ＨＳＰＴ号を、チャン・ヴァンＣに対する刑事責任（罪名、刑罰及び訴訟費
用）の部分で破棄する。

２　チャン・ヴァンＣに対する刑事責任の部分につき、ダックラック省人民裁判所の
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２０１７年５月０９日付第一審判決第１４／２０１７／ＨＳＳＴ号を維持する。

判例の内容
「［１］……被害者は、先に被告人を先に攻撃した者である。被害者の攻撃行為は、連続

で、激しさが増しつつあった。被害者の行為は、違法であり、被告人の身体の安全に
害するものである。精神を刺激され、状態自制心を失って、自己が実施した行為の危
険性と危険度を完全に認識していなかった状態の下で、被告人は攻撃から逃げるため
ナイフで被害者の胸を刺した。そのため、チャン・ヴァンＣは精神を強く刺激された
と認定するための根拠が十分である。第一審裁判所が、チャン・ヴァンＣを「精神を
強く刺激された状態における殺人の罪」で判決を受けさせたことは、根拠のあること
である。」
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（別添４：仮訳）
判例第１９／２０１８／ＡＬ号

「財産横領罪」における奪取された財産の価値の確定について

　２０１８年１０月１７日に最高人民裁判所裁判官評議会により採択され、２０１８年
１１月６日付最高人民裁判所長官決定第２６９／Ｑ Đ －ＣＡ号に基づき公布された。

判例源
　被告人である１９８１年生まれ、ビンディン省、Ｃ市、Ｂ町、Ａ通りに居住するヴォー・
ティ・アインＮに対する「財産横領罪」事件に関する最高人民裁判所刑事法廷による
２０１５年４月２３日付監督審決定第０９／２０１５／ＨＳ－Ｇ Đ Ｔ号
　その他に、事件において、ファン・ティＱが「責任不足により重大な結果を引き起こし
た罪」で判決を受け、ヴォー・ティ・キムＴが「責任不足により国家の財産に損害を引き
起こした罪」で判決を受けた。

判例内容の位置
　「裁判所の認定」第３段落

判例内容の概要
－判例の事実
　被告人は、銀行の管理における抜け穴を利用し、被告人が管理していた銀行の支店の
ファンドから預金の引き出し及び出金の手続を何度も直接行ったが、被告人は、実際にこ
の金員を誰にも引き渡さず、自ら使用した。
　捜査過程において、被告人は、奪取した金額の一部を回復した。
－法的解決
　この場合、被告人は、「財産横領罪」で刑事責任を負わなければならない。被告人が奪
取した財産の価値は、被告人が銀行の支店のファンドから預金の引き出し及び出金の手続
きを偽造に行った全ての金額としなければならない（被告人が捜査過程で回復した金額を
含む）。

判例に関連する法令の規定
　１９９９年刑法第４６条第１項第ｂ号、第ｐ号、第２項、第４７条、第６０条、第
２７８条第２項第ｃ号（２０１５年刑法第５１条第ｂ号、第ｓ号、第５４号、第６５号、
第３５３条第２項第ｃ号が対応する）

判例のキーワード
　「財産横領罪」「奪取した財産の価値」「結果の一部の修復」「所有を侵害する罪」
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事件の内容
　Ｄ取引事務所は、Ｃ市の農業農村開発銀行の従属単位であり、ベトナム農業農村開発銀
行の総社長の２００７年３月２日付決定第１６６７／Ｑ Đ ／ＮＨＮＮ－ＴＣＣＢ号によ
り設立され、市民の預金を集積する任務を有するものである。
　２００８年５月から２０１０年４月まで、Ｄ取引事務所は、Ｃ農業銀行のファンド会計
部とオフィスを共用していた。Ｄ取引事務所の職員は、次の２名である。
　－ファン・ティＱは、会計官であり、顧客との取引、納金・出金の証書の作成、現金
ファンドの日記の追跡帳の作成、コンピューターにおける取引プログラムに収入・支出の
会計、貯蓄帳簿及び貯蓄カードの発行といった任務を果たしていた。
　－ヴォー・ティ・キムＴは、トレジャラーであり、顧客向けの未発行・未記載の通帳の
管理の担当であり、現金の出納の管理といった任務を果たしていた。
　ヴォー・ティ・アインＮは、Ｃ農業銀行のファンド会計部の金銭出納係であり、顧客へ
の支払い・送金、入出の送金の管理、現金による資本集積・ローン及び利息回収の会計の
業務を果たしていた。
　２０１０年４月１２日に、農業農村開発銀行のＣ市支店の社長は、支店における金銭出
納係が行った違反を発見したため、国家銀行のビンディン省支店に報告した。２０１０
年６月７日に、農業農村開発銀行のビンディン省支店の社長は、公文書第４８６／ＮＨ
ＮＮＢ Đ －ＨＣＮＳ号を発行し、捜査機関に対し、銀行に７７４，４０３，３００ドン
の損害を与えた、Ｄ取引事務所における、ダン・ティ・ビックＤ名義の貯蓄帳簿第ＮＡ 
２２２０４０号及びゴータンＶ名義の貯蓄帳簿第ＮＡ １２９７７２０号に対する預金の
出金を明らかにするよう要求した。捜査過程では、次のことを確定した。
　－ファン・ティＱ及びヴォー・ティ・キムＴにつき、彼らは、直接、取引事務所の
ファンドから、ダン・ティ・ビックＤ名義の貯蓄帳簿第ＮＡ ２２２０４０号に対し
２００，１００，０００ドン、ゴータンＶ名義の貯蓄帳簿第ＮＡ １２９７７２０号に対し
１０２，８７０，６００ ドンを出金し、合計で３０２，９７０，６００ドンを出金した。し
かし、顧客の身分証明書を確認しなかったため、銀行に対し、この金額の損失を与えた。
　－ヴォー・ティ・アインＮは、ヴォー・ティ・アインＮが管理する銀行支店のファンド
から直接手続を行い、ゴータンＶ名義の貯蓄帳簿第ＮＡ １２９７７２０号に対し、次の
ように分けて総額が４７１，４３２，７００ドンの金員を出金した。
　２００９年７月３１日に、ヴォー・ティ・アインＮは、２０，０００，０００ドンの元金
及び３，１２４，４００ドンの利息で合計 ２３，１２４，４００ドンを出金した。
　２００９年１１月０３日に、ヴォー・ティ・アインＮは、３７５，０００，０００ドンの
元金及び７３，３０８，３００ドンの利息で合計 ４４８，３０８，３００ドンを出金した。
　２００９年１１月０３日の出金につき、捜査機関は、ヴォー・ティ・アインＮがヴォー
ティＴ名義のＡＴＭ口座に２５１，０００，０００ドンを送金した（このカードは、
ヴォー・ティ・アインＮが管理し、使用し、何度も取引をしている）と確定した。その
後、ヴォー・ティ・アインＮは、奪取するために、ヴォーティＴ名義のＡＴＭ口座から、
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２５１，０００，０００ドンを数回に分け、引き落とした。
　残りの金額は、ゴータンＶ名義の貯蓄帳簿第ＮＡ １２９７７２０号に対する出金で
あったが、ヴォー・ティ・アインＮは、金員の受取者を証明できないため、銀行に対し
２２０，４３２，７００ ドンの損失を与えた。捜査課程において、ヴォー・ティ・アイン
Ｎは、この金員を回復したため、ビンディン省人民検察院は、その行為につき、被告人を
起訴しなかった。
　２０１３年８月１４日付第一審刑事判決第１０６／２０１３／ＨＳＳＴ号において、ビ
ンディン省Ｃ市人民裁判所は、刑法第２７８条第２項第ｃ号、第４６条第１項第ｂ号、第
ｐ号、第２項、第４７条を適用し、ヴォー・ティ・アインＮに対し「財産横領罪」で懲役
３年に処した。
　２０１３年８月２７日に、ヴォー・ティ・アインＮは、執行猶予を受けるよう請求する
控訴状を提出した。
　２０１４年２月２４日付控訴審刑事判決第３０／２０１４／ＨＳＰＴ号において、ビン
ディン省人民裁判所は、刑事訴訟法第２４８条第２項第ｂ号、第２４９条第２項第ｄｄ号
に基づき、ヴォー・ティ・アインＮの執行猶予を受けるよう請求する控訴を認容した。ま
た、刑法第２７８条第２項第ｃ号、第４６条第１項第ｂ号、第ｐ号、第２項、第４７条、
第６０条に基づき、ヴォー・ティ・アインＮに対し「財産横領罪」で懲役３年に処した
が、執行猶予を受けさせ、試行期間は５ 年とした。
　２０１５年２月９日付監督審異議申立て第０２／２０１５／ＫＮ－ＨＳ号では、最高人
民裁判所長官は、最高人民裁判所刑事法廷の監督審合議体に対し、法令の定めるところ
により再捜査するため、ヴォー・ティ・アインＮへの、ビンディン省人民裁判所のよる
２０１４年２月２４日付控訴審刑事判決第３０／２０１４／ＨＳＰＴ号及びビンディン省
Ｃ市人民裁判所２０１３年８月１４日付第一審刑事判決第１０６／２０１３／ＨＳＳＴ号
を破棄するよう請求した。
　監督審公判で、最高人民検察院の代表は、監督審合議体に対し、最高人民裁判所長官の
異議申立てを認容するよう請求した。

裁判所の認定
［１］ヴォー・ティ・アインＮは、Ｃ農業銀行の幹部により預金の出金という任務の割

り当てを受けたにもかかわらず、銀行の管理の抜け穴を利用し、何度も手続きを行
い、自己が管理する銀行の支店のファンドからゴータンＶ名義の貯蓄帳簿第ＮＡ 
１２９７７２０号に総額が４７１，４３２，７００ドンの預金を出金していた。捜査過
程において、捜査機関は、ゴータンＶの顧客がいないと確認し、ヴォー・ティ・アイ
ンＮは、その金員を受け取った者は誰かを証明することができない。

［２］ゴータンＶに対する出金の手続きを行った後、ヴォー・ティ・アインＮは、自己が
管理する銀行のファンドから、２５１，０００，０００ドンを、自己で開き、管理し、
使用しているヴォーティＴ名義のＡＴＭ口座を送金した。その後、Ｃ農業銀行の財産

59ICD NEWS 　第91号（2022.6）



を奪取するため何度もこの金員を引き落とした。第一審裁判所及び控訴審裁判所は、
２５１，０００，０００ドンの金額に対し、ヴォー・ティ・アインＮに「財産横領罪」
で判決を下したことは適法である。しかし、ヴォー・ティ・アインＮが銀行から奪取
した金額は２５１，０００，０００ドンであったため、ヴォー・ティ・アインＮの犯罪
行為は、「２億ドン以上５億ドン未満の価値に相当する財産を略奪した」という刑法
第２７８条第３項第ａ号に定める場合に該当し、刑罰枠は懲役１５年から２０年であ
る。第一審裁判所が刑法第２７８条第２項を適用し、ヴォー・ティ・アインＮを懲役
３年に処したことは、軽すぎであり、適法ではない。控訴審の審理を行うとき、控訴
審裁判所が、第一審裁判所の間違いを検出せず、刑罰を維持し、執行猶予を受けさせ
ることは、重大な問題であり、被告人が起こした犯罪行為の危険性を正確に評価しな
いことである。

［３］ヴォー・ティ・アインＮがゴータンＶ名義の貯蓄帳簿第ＮＡ １２９７７２０号
に出金した残りの２２０，４３２，７００ドンの金額（４７１，４３２，７００ – 
２５１，０００，０００ ＝ ２２０，４３２，７００ドン）につき、ヴォー・ティ・アイ
ンＮは、その損害を回復しており、Ｃ農業農村開発銀行は、喪失した金額の全部を回
収できた。しかし、ビンディン省人民検察院が、被告人は損害を回復したことを理由
に起訴しないのは、犯罪を見落したことになる。

　上記を踏まえて、刑事訴訟法第２７９条第２項、第２８５条第３項、第２８７条に基づ
き、

決定
１　法令の定めるところにより再捜査するため、ヴォー・ティ・アインＮへの、ビンディ

ン省人民裁判所のよる２０１４年２月２４日付控訴審刑事判決第３０／２０１４／Ｈ
ＳＰＴ号及びビンディン省Ｃ市人民裁判所２０１３年８月１４日付第一審刑事判決第
１０６／２０１３／ＨＳＳＴ号を破棄する。

２　権限に従って解決するため、事件の書類を最高人民検察院に送付する。上記の監督審
手続きにより異議申立てを行われない控訴審判決及び第一審判決のその他の決定は、継
続して法的効力を有する。

判例の内容
「［３］ヴォー・ティ・アインＮがゴータンＶ名義の貯蓄帳簿第ＮＡ １２９７７２０

号に出金した残りの２２０，４３２，７００ドンの金額（４７１，４３２，７００ – 
２５１，０００，０００ ＝ ２２０，４３２，７００ドン）につき、ヴォー・ティ・アイ
ンＮは、その損害を回復しており、Ｃ農業農村開発銀行は、喪失した金額の全部を回
収できた。しかし、ビンディン省人民検察院が、被告人は損害を修復したことを理由
に起訴しないのは、犯罪を見落としたことになる。」
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